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１. はじめに 

 

１－１. 本事業の背景 

足下では、ChatGPTをはじめとする生成 AIに対する社会的な注目度が高まっており、行

政での活用可能性を模索する動きが見られる。こうした中で、政策立案の場面においても、

エビデンスの抽出につながる情報検索、政策アイデアの提供、分析・報告の作成支援とい

った活用の可能性が考えられ、中小企業・小規模事業者の補助金制度等において蓄積され

る申請情報・審査情報・事業化報告等の行政記録情報を組み合わせることで、政策に関す

る現状・課題の把握や政策立案の高度化につながることが期待される。一方で、生成 AIの

活用にあたっては情報漏洩等の課題も指摘されており、行政における本格的な利用には一

定の時間を要する場合も想定され、その間に生成 AIがさらなる技術的な進展を遂げる可能

性もある。 

また、こうした生成 AIに関する議論とは別に、経済産業省では、証拠に基づく政策形成

（以下、「EBPM」という。）に取り組んでいるが、2022 年 3 月実施の「第 5 回産業構造審

議会経済産業政策新機軸部会」では、大規模事業の効果検証の実施など、EBPM の取組を

今後強化していく方針が示された。こうした中で、中小企業施策についてはその施策数や

施策対象数の多さなどから、補助金や計画認定に関する申請情報や審査情報、支援機関の

相談対応記録など行政記録情報がより蓄積されやすく、エビデンスの創出が比較的しやす

い特質を有していると考えられる。特に、これらの情報の中には中小企業・小規模事業者

が抱える課題やその背景等の定性的なデータが豊富に含まれており、当該情報のテキスト

分析を通じて創出した仮説を新しい政策の立案に活用できる可能性を秘めているが、テキ

スト分析により、どの程度政策立案に有用なインプリケーションが得られるのかについて

の見極めは十分に進んでいない。 

 

１－２. 本事業の目的 

このような状況を踏まえ、本事業では、今後のデータドリブンな政策立案のあり方を明

らかにするとともに、政策立案を担う行政職員がデータを積極的に活用するための方策を

模索していくことを目的として、「将来における文章生成系 AI の政策立案への活用に向け

た可能性に関する調査」、「中小企業政策の立案に有用なテキスト情報等のエビデンスの調

査」、「テキスト情報等の分析に必要なデータ整備や分析の進め方等に関するノウハウ・チ

ェックポイントの整理」を実施した。 
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１－３. 本事業の実施概要 

本事業ではまず、「将来における文章生成系 AI の政策立案への活用に向けた可能性に関

する調査」において、文章生成系 AIの技術発展に関する未来仮説と政策立案への利活用可

能性に関する示唆を得る観点で、文章生成系 AI等の社会実装に関連する文献調査を行った。

その結果に基づいて、例えば、5～10 年後において文章生成系 AI がどのような技術発展を

遂げる可能性があるか、現時点の技術レベルにおいて想定される政策立案への利活用場面

等を整理した。 

また、「中小企業政策の立案に有用なテキスト情報等のエビデンスの調査」では、テキ

スト分析によって政策立案に有用なインプリケーションをどの程度得られるかを見極める

べく、仮想的な行政記録情報を作成し、テキスト分析を実施した。具体的には、中小企

業・小規模事業者へ IT ツール導入の経緯や成果等に関する設問を中心としたアンケートを

実施し、そこから仮想的な行政記録情報を作成した。ここで得たデータに対してテキスト

分析を実施し、有用な示唆は導出できそうか、示唆を導出するためにはどのような課題が

あるか等を整理した。 

次の、「テキスト情報等の分析に必要なデータ整備や分析の進め方等に関するノウハ

ウ・チェックポイントの整理」においては、省内職員の手ほどきとして活用できるようテ

キスト分析の分析手法と文章生成系 AIの政策立案への活用イメージを整理しつつ、先のア

ンケート調査の分析結果から得られた気づきを基に分析のノウハウ・チェックポイントを

整理した。例えば、テキスト分析の活用イメージに関しては、特定の分析ツールや補助金

等事業に限定せず、分析のプロセスを整理した。また、今後活用が見込まれる文章生成系

AIに関して、現時点の技術レベルで考えられる政策立案での活用場面を整理した。 

これらの調査等を踏まえ、各調査等の結果から導かれる行政記録情報の活用可能性に関

する示唆とテキスト分析や文章系生成 AIを今後活用するにあたって検討すべき課題につい

て、本報告書に取りまとめた。 
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１－４. 本報告書の構成 

前項を踏まえ、本報告書は全 5章構成とする。 

まず第 2章では、文章生成系 AIの技術発展における未来仮説を取りまとめた。次に第 3

章では中小企業・小規模事業者へ実施したアンケートの調査設計やテキスト分析結果等を

取りまとめた。第 4章では、職員がテキスト分析や文章系生成 AIを政策立案で活用するた

めのガイドライン（案）や、アンケート分析を通して得られた分析の考え方や留意点等を

分析のノウハウ・チェックポイントとして取りまとめた。最後に第 5 章では、行政記録情

報の今後の利活用性とテキスト分析や文章生成系 AI活用までに検討が必要な課題について

取りまとめた。 
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２. 将来における文章生成系 AI の政策立案への活用に向けた可能性

に関する調査 

 

２－１. 調査設計 

２－１－１. 調査目的 

ChatGPTをはじめとする文章生成系 AIに対する社会的な注目度が高まり、行政での活用

可能性を模索する動きがみられる。中小企業庁においては、政策数や政策対象となる中小

企業・小規模事業者数の多さから、抱える課題やその背景等の定性的なデータが豊富に蓄

積されるため、将来的に文章生成系 AIを用い、政策立案のエビデンスとなる情報を抽出す

るなどの利活用が見込まれる。一方で、文章生成系 AIに学習・参照させるデータの適切さ

や、セキュリティや生成 AIの出力する回答の正確性などの観点からは、行政における文章

生成系 AIの利活用には解決すべき課題が残されている。 

本章では、政策立案において想定される文章生成系 AIの利活用場面を検討していくため

に、文章生成系 AI利活用に関する未来仮説や課題を整理した。 

 

２－１－２. 調査スコープ 

文章生成系AIの政策立案への利活用に関する未来仮説の検討のため、現時点での生成AI

の動向や技術発展の進度を国内外の論文等から調査した。未来仮説は、短期的（３～４年

程度）・中長期的（５～10 年程度）の 2 つの時間軸で検討を行った。短期的な未来仮説で

は、既存の生成 AI技術の国内社会実装進度をもとに政策立案への活用可能性を示した。具

体的には、国産生成 AI や国産クラウド開発など社会実装の進度、行政における生成 AI の

活用形態、活用に向けた課題などの観点から整理を行った。 
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図 ２-1 短期的な未来仮説に関する調査論点の整理 

 

一方、中長期的な未来仮説では、生成 AIや関連技術の革新が起こる可能性に加え、企業

を取り巻くデジタル化の進展度合いを踏まえた生成 AIの活用可能性を検討した。 

 

２－２. 調査結果 

（１） 現在 

2022 年 11 月、米 Open AI 社が ChatGPT（GPT-3.5）を発表し、そこからわずか２ヶ月間

で ChatGPTのユーザー数は１億人を突破した1。2023年に入ると米 Google社や米 Microsoft

社等も自社で作成した生成 AIによるサービスを一斉に展開し始めるなど、各社競争は一層

激しさを増しており、生成 AIの技術も日進月歩で進歩している。2023年 7月、米 Meta社

が開発した「Llama22」など、研究利用や、商用可能な大規模言語モデルが開発されたこと

により、日本国内でも生成 AI開発の動きは見られ始めている。例えば、東京大学松尾研究

室発の AI スタートアップ、株式会社 ELYZA では「Llama2」をベースとした日本語の大規

 
1 株式会社野村総合研究所「日本の ChatGPT利用動向（2023年 4月時点）」
（https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2023/cc/0526_1）を参照。 
2 米Meta社が開発したオープンソース AIの名称を指す。（https://ai.meta.com/llama/） 
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模言語モデルを開発3しているほか、ソフトバンクが経済産業省の補助を受け、大規模言語

モデルの開発に着手4、同様にさくらインターネット株式会社も同省の支援を受け、国産デ

ータセンターの開発へ着手している5などの動きも見られ、国産 AI をセキュアな環境で活

用できる環境も整備されつつある。 

また、生成 AIを国内省庁や地方公共団体の一部業務で活用しようとする動きは既に見ら

れており、例えば東京都、横須賀市、つくば市などの地方公共団体では、独自に作成した

利用規約を徹底遵守の下、生成 AIを文書の要約や行政文書の作成などで活用している。現

在は限定的な活用となっているが、データ利活用における体制の整備や AI技術が発展する

ことにより、今後活用の幅はますます広がっていくことが予想される。 

 

表 ２-1 各省庁・地方公共団体の生成 AIの活用に向けた主な動き（2023年 12月時点） 

各省庁・団体 活用に向けた動き 

デジタル庁6 関係省庁の生成 AIの業務利用に関して申合せを表明 

内閣人事局と連携し、業務における生成 AI 活用に関するワークシ

ョップを開催（活用検討中の業務：国際会議における情報収集、

翻訳、提案作成等の支援、質問主意書、国会答弁書の作成、ソフ

トウェアの開発運用保守、仕様書等の文書作成、統括監理等） 

経済産業省7 利用期間を限定し、使用は公開情報に限定の上、生成 AI を業務に

利用すると報告 

農林水産省8 農林水産省共通申請サービス（eMAFF9）の利用者向けマニュアル

の改訂作業に ChatGPTを利用することを表明 

東京都10 職員向けに文章生成系 AI の利活用に関するルールや効果的な活用

事例を掲載したガイドラインを策定 

 
3 株式会社 ELYZA HP「130億パラメータの商用利用可能な日本語 LLM「ELYZA-japanese-Llama-2-13b」を一般公開しま
した」

（https://elyza.ai/news/2023/12/27/130%E5%84%84%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3

%81%AE%E5%95%86%E7%94%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E6%97%A5%E6

%9C%AC%E8%AA%9Ellmelyza-j） 
4 SoftBankニュースリリース「国内最大級の生成 AI開発向け計算基盤の稼働および国産大規模言語モデル（LLM）の
開発を本格開始」（https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2023/20231031_01/）を参照。 
5 さくらインターネットニュースリリース「さくらインターネット、生成 AI向けクラウドサービス開始へ～NVIDIA 

H100 GPUを搭載した 2EFの大規模クラウドインフラを石狩データセンターに整備～」
（https://www.sakura.ad.jp/corporate/information/newsreleases/2023/06/16/1968211860/）を参照。 
6 デジタル庁 HP「ChatGPT 等の生成 AI の業務利用に関する申合せ（第２版）」

（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c64badc7-6f43-406a-b6ed-

63f91e0bc7cf/e2fe5e16/20230915_meeting_executive_outline_03.pdf）を参照。 
7 日本経済新聞記事「デジタル庁や経産省・農水省、業務に生成 AI利用へ」

（https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA159ZC0V10C23A5000000/）を参照。 
8 日本経済新聞記事「農水省が 4月中にも中央省庁初の ChatGPT利用、先陣切って実際の業務で使うワケ」
（https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02423/041300003/）を参照。 
9 所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる農林水産省共通申請サービス
（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html） 
10 東京都 HP「『文章生成 AI利活用ガイドライン』の策定について」

（https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/08/23/14.html）を参照。 
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各省庁・団体 活用に向けた動き 

横須賀市11 

（神奈川県） 

活用実証を踏まえ、横須賀市役所での ChatGPT の本格実装を決定

するとともに、AI 戦略アドバイザーを迎え、職員のスキルアップ

や生成 AIの新たな活用を模索 

2023 年 10 月から相談業務への生成系 AI 利活用に関する実証実験

を開始 

つくば市12 

（茨城県） 

ChatGPTを業務に導入し、筑波大学との共同研究を開始 

生成 AIの機能に具体的な出所・原典を明記する機能を実装 

2023 年 8 月から、コンサルティング会社と共同で職員向けの研修

プログラムと活用ガイドラインを策定 

戸田市13 

（埼玉県） 

職員向けに ChatGPT の利活用に関するルールや効果的な活用事例

を掲載したガイドラインを策定 

相模原市14 

（神奈川県） 

2023 年 11 月から NEC と連携し、自治体業務に特化した大規模言

語モデルの構築および検証や安全性を考慮した最適なアーキテク

チャ検討を実施 

 

ただし、自民党デジタル社会推進本部が 2023年 4月に公開した「AIホワイトペーパー～

AI 新時代における日本の国家戦略～」15や内閣府による「AI 戦略会議」での議論・提言16

の中でも示唆されている通り、AI 利活用に関する規制・制度面や人材育成面の整備は未だ

不十分な状態である。 

諸外国で見られる規制・制度面での取組としては、個人情報・機密情報の漏洩や偽情報

の拡散といったリスクを回避するために、法令の施行や規制案の作成などが挙げられる。

2023 年 5 月に開催された G7 広島サミットでは、AI の規制、開発や活用に関する国際的な

ルール作りのための議論の枠組みとして「広島 AI プロセス」17の創設が宣言された。同年

12月には「広島AIプロセス包括的政策枠組み」について合意がなされており18、AI利用に

関して G7 に共通する課題やリスクの整理、AI 関係者へ向けた国際指針／行動規範や偽情

 
11 以下、横須賀市 HPを参照。 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20230605_chatgpt2.html 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20231005.html 
12 以下日本経済新聞記事、及び PwCコンサルティング株式会社 WEBサイトを参照。 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71033630W3A510C2H21A00/ 

https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/generative-ai-tsukuba230810.html  
13 戸田市 HP「令和５年度戸田市 ChatGPT に関する調査研究事業 自治体における ChatGPT 等の生成 AI 活用ガイド
（本編）」（https://www.city.toda.saitama.jp/uploaded/attachment/62855.pdf）を参照。 
14 NECニュースリリース「NEC、相模原市と生成 AI活用に向けた共同検証を開始」

（https://jpn.nec.com/press/202310/20231020_02.html）を参照。 
15 自民党デジタル社会推進部「AIホワイトペーパー」（1_20230330_aiwp.pdf (taira-m.jp)）を参照。 
16 詳細は、内閣府 AI戦略会議の議事要旨（https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/ai_senryaku.html）を参照。 
17 G7広島サミットで設立が宣言され、G7メンバー及び関係国際機関が参加し、国際社会全体の重要な課題となってい
る生成 AIについて議論するための枠組み。 
18 総務省「広島 AIプロセスについて」（https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/7kai/11hiroshimaaipurosesu.pdf）を参

照。 
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報対策への技術開発の促進などの取組について、G7 間で合意がなされた。このような流れ

から、今後は国境を越えたルール作りが進展していくものと予想される。 

 

図 ２-2 生成 AI規制に関する諸外国の対応19 

  

 
19 内閣府 個人情報保護委員会「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について」
（https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/6kai/shiryouchuuikanki.pdf）を参照。 

   総務省 経済産業省「資料 1-3 AI事業者ガイドライン案」

（https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/7kai/13gaidorain.pdf）を参照。 

  The White House FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence

（https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-

safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/） 

 Goldman Sachs Economics Research The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth 

(Briggs/Kodnani)（https://www.key4biz.it/wp-content/uploads/2023/03/Global-Economics-Analyst_-The-Potentially-Large-

Effects-of-Artificial-Intelligence-on-Economic-Growth-Briggs_Kodnani.pdf） 

PwCコンサルティング合同会社「生成 AIを巡る米欧中の規制動向最前線 中国における AI関連規制」
（https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/generative-ai-regulation05.html）を参照。 

野村総合研究所「急成長する中国の生成 AI、グローバルでの競争力は？」（https://www.nri.com/jp/journal/2023/1006）を
参照。 

European Parliament EU AI Act: First Regulation on Artificial Intelligence

（https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-

intelligence） 

日本貿易振興機構「EU、AIを包括的に規制する法案で政治合意、生成型 AIも規制対象に」

（https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/12/8a6cd52f78d376b1.html）を参照。 
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（２） 短期的な未来仮説（今後 3～4年程度） 

生成 AIで行政記録情報を本格的に活用していくにあたっては、「生成 AIの十分なセキュ

リティ体制」、「セキュアな環境、適切なデータの構築」20、「計算資源の確保」21が必要に

なるが、数年以内にはそれらの課題は改善されるものと予想している。「生成 AI の十分な

セキュリティ体制」、「セキュアな環境、適切なデータの構築」については、（１）で触れ

たとおり、国産生成 AIや国産データセンターの開発へ既に着手しており、数年以内に社会

実装されるものと予想される。また「計算資源の確保」については、生成 AIの学習・運用

に耐えうる、GPU（画像処理半導体）などの半導体生産体制の確保、大規模言語モデルを

開発可能なスーパーコンピューター等の利用が必要となるが、こちらも同様に数年以内に

実現される可能性がある。 

半導体生産体制については、経済産業省が発行している「半導体・デジタル産業戦略 改

訂版」22を見ると、生成 AI の普及を見越し、国産半導体の生産が課題であると位置づけて

おり、先端半導体の製造工場の国内誘致、国内工場の新設23が進みつつある。そのため、

数年以内に国内における半導体の生産体制が整備される可能性は高いと考えられる。また、

東京工業大学・東北大学・富士通株式会社・理化学研究所は「富岳」を用いた、大規模言

語モデルにおける学習手法の研究開発24やスーパーコンピューター整備の経費を国が補助

するなど25、スーパーコンピューター等による大規模言語モデルの開発体制が構築されつ

つある。 

「生成 AIの十分なセキュリティ体制」、「セキュアな環境、適切なデータの構築」、「計算

資源の確保」は数年以内に実現できる可能性は十分にあり、行政による生成 AIの活用も同

様に実現されることが予想される。 

  

 
20 内閣府 AI戦略会議「AIに関する暫定的な論点整理」（https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/2kai/ronten_yoshi.pdf）
を参照。 
21 内閣府 AI戦略会議第６回「資料４ 経済対策における主な AI施策について」

（https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/6kai/4aishisaku.pdf）を参照。 

22 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略 改訂版」

（https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003.html）を参照。 
23 国外からは TSMC（台湾積体電路製造）が九州に半導体工場を設立予定であり
（https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf）、国内でも Papidus株式会社が北海道に先端半導
体工場を設立予定。（https://www.rapidus.inc/news_topics/news-info/rapidus-held-groundbreaking-ceremony-for-iim-1/） 
24 日本経済新聞記事「『富岳』で和製生成 AI 東工大や富士通、23年度中に」
（https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC223IT0S3A520C2000000/）を参照。 
25 日本経済新聞記事「国産生成 AIの開発支援 経産省、68億円拠出へ」

（https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71934940V10C23A6EP0000/）を参照。 
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図 ２-3 生成 AIの利用環境に関する短期的な未来仮説 

 

行政における生成 AI の活用形態としては、例えば以下パターン 1～3 が想定される。そ

れぞれ活用上の利点や構築（導入）難易度が異なるため、組織の特性に応じて、活用形態

は検討する必要がある。 

 

【生成 AIによる行政記録情報の活用パターン】 

◼ パターン 1：生成 AIへ行政記録情報を入力した上で、プロンプトを通して出力内容

を指示することで、ヒトの手では扱いきれない大量の行政文書の要約や非構造情報

の構造化が可能になる。本活用形態は、既に市場にある生成AIの活用を想定してお

り、省庁特性に応じた独自の生成AIの開発は不要のため、導入難易度は低い。実際

に東京都では米 Microsoft 社の「Azure OpenAI Service26」を利用した業務効率化27が

進められているが、opt out機能を用いることで行政記録情報自体は生成 AIの学習に

利用されることがなく、情報漏洩へ配慮した生成 AIの活用が行われている。 

 
26 米Microsoft社が開発した、OpenAIの AIモデルをMicrosoft Azure上のセキュアな環境で利用できるサービス
（https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/ai-services/openai-service）を指す。 
27 東京都「文章生成 AI利活用ガイドライン」（https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/ict/pdf/ai_guideline.pdf）を参

照。 
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◼ パターン 2：プロンプトを通して出力内容を指示し、専用のアプリケーション（API

等）を介して生成AIが行政記録情報へアクセスすることで、過去から現在において

蓄積された行政記録情報を出力させることが可能となる。導入難易度については、

アプリケーションの維持管理等が必要になるため、パターン 1 と比較すると高いと

言える。このような活用形態はソフトバンク等の一部の民間企業で既に実践されて

おり28、生成 AI によるデータへのアクセスを可能にし、営業など、個別業務領域に

特化した生成 AIの利用が進められている。 

◼ パターン 3：省庁特性に合わせた独自の生成 AIを開発し、プロンプトを通じて、事

前学習させた行政記録情報や経済・産業に関する情報を出力させることが可能とな

る。こちらは独自に大規模言語モデルを開発する必要があり、導入難易度はパター

ン 1、パターン 2と比較しても高いと言える。 

 

図 ２-4 行政機関において想定される生成 AIの活用形態 

  

 
28 ソフトバンクビジネスブログ「Future Stride」記事「ソフトバンク副社長 今井が語る、生成 AIと自社データ活用事

例」（https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202310/sbw2023-softbank-imai-keynote-speech/）を参照。 
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政策立案に焦点を当てた生成 AIの活用方法としては、まず行政記録情報の要約・構造化

等での利用が想定される。定量情報を含む包括的なデータをデータセンターで一元的に管

理することで、様々なデータを余すことなく活用することが可能となる。例えば、パター

ン 1 については企業が提出した書類から課題や政策に対する期待・要望などを自動的に要

約・構造化したうえで抽出することなどが可能になると想定される。パターン 2 について

も過去の行政記録情報を検索し、検討中の政策課題に関連するエビデンス情報を抽出・整

理するなどの使い方が想定される。パターン 3 については、中小企業政策の推論・生成に

最適化された大規模言語モデルが開発されることにより、政策課題の原因推定や、政策を

実施した場合の効果予測が可能となるのではないかと想定される。 

生成 AI で得られた出力結果はデータ量や省内職員と生成 AI 間でのインタラクティブな

やりとりが増大することで、精度が向上し、ハルシネーション（幻覚）のリスクも徐々に

低減していくことが想定される。加えて、生成 AIによる情報処理の過程から逆算し、デー

タセットを再構築することで、インプットデータが申請の段階で最適なデータセットにな

り、利活用に最適化されたデータへ変容することが想定される。 

一方、将来的に生成 AIで行政記録情報を取り扱う場合、解決すべき課題も複数あると考

えられ、それらを「図 ２-5 行政記録情報を生成 AI により取り扱う際に懸念される課題」

で整理した。 

  

図 ２-5 行政記録情報を生成 AIにより取り扱う際に懸念される課題 
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「データの正確性」における課題については、誤ったデータを生成 AIに読み込ませてし

まうと誤った結果を返す可能性が高くなるため、いかにして正確なデータを読み込ませる

かどうかが重要である。具体的には、政策立案において参照するべき行政記録情報に偽情

報や誇張のほか、文章生成系 AI自身が作成したバイアスが含まれる可能性のある情報が混

在している可能性が考えられる。これについては、いかに分析対象とするべき適切な標本

を抽出するか、検討を行う必要がある。短期的な対策としては、生成 AIへデータを読み込

ませる行政職員がデータにクレンジング等の処理を実施することが想定される。中長期的

には、行政記録情報を企業等が申請の段階で定型化した内容を AIで自動作成できるような

体制29を整えることでクレンジング処理の負担を最小化できることが想定される。 

実際に米国・欧州などの諸外国では、生成 AIによるデータの利活用に関するガイドライ

ンや規制を設けており、前述した広島サミットの動きと共に、今後もガイドラインや規制

の整備が加速していくことが想定される。また、インプットされたデータを生成 AIが読み

込み、アウトプットとしてデータを吐き出す際、どこから引用された情報なのか、個人情

報や機密情報が含まれていないか等は留意すべき事項である。個人情報や機密情報を学習

した生成 AIから、それらの流出を防ぐために出力内容に関して一定の制限等を設け、生成

AI から出力されたアウトプットデータに出典等を明記するなどして、安全で透明性のある

アウトプットデータを出力することが必要である。また、個人情報や企業の機密情報を読

み込ませる際には情報提供者から同意を得る必要があり、その点も申請時に同意を得る項

目を作成するなどの対応を行う必要がある。 

 

 
29 川越市における申請書事前作成システム実証実験では、チャットボットを使用し定型化した申請書類を自動で作成し

た事例がある。（https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/200709.html） 
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図 ２-6 各国の生成 AIによるデータ利活用に関する規制 

 

最後に、人材面においては生成 AIの出力したアウトプットをそのまま鵜呑みにせず、出

力された結果を用いて、適切に政策立案へ活用できる人材を育成していくことが求められ

る。具体的には、生成 AIに関する知識はもちろんのこと、所属省庁における政策を深く理

解し、生成 AIとインタラクティブなやり取りを通じて、正しいアウトプットを導出できる

人材が求められると想定される。 

これらの課題は代表的な例だが、一つずつ解決に導いていくことで、生成 AIによる行政

記録情報の活用が可能となり、EBPM やアジャイル型政策形成の取組を一層強化するもの

になると考える。 
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（３） 中長期的な未来仮説（5～10年程度） 

中長期的な未来仮説については、生成 AIにより行政記録情報を活用することを念頭に、

生成 AI技術と付随して活用が見込まれる技術の進展度合いと社会のデジタル化に関する進

展度合いから、複数シナリオを想定した。 

生成 AIに付随する技術の進展度合いについては、量子コンピューター活用による大規模

言語モデルの処理速度が格段に向上することで、処理に必要なパラメータ数が低減し、回

答速度／精度の飛躍的な向上やセキュリティ対策の高度化が予想される。政策立案におい

ては、文書作成の補助や課題設定のためのエビデンス抽出といった一部での積極活用が期

待される。そもそも基盤モデルの性能は、スケーリング則に沿って整理するとすれば、

「訓練ステップ数」、「データセットのサイズ」、「パラメータ数」のべき乗則に従っており、

これらの数が大きくなればなるほど、基盤モデルの性能は向上するとされている30。一方

で、効率性を上げるため、例えば処理に使用するパラメータ数を減少させる流れは現在す

でに一部企業が研究開発をスタートさせており、米 Microsoft社が発表した小型言語モデル

の「Orca231」では、使用するパラメータ数が少ないにも関わらず、一部の推論能力などで

大規模言語モデルと同等またはそれ以上の性能を有することがわかっている。今後も、量

子コンピューターに加え、学術研究の進展によってパラメータ数等を減少させた精度の高

いモデルの開発といった動きは続くと思われる。 

国内における量子コンピューターを用いた人工知能技術による大規模言語モデル構築の

共同研究32は、2023年から既にスタートしており、量子 AIの活用により、理論上モデルに

必要なパラメータ数は大幅に削減され、運用コストが大幅に低減することが期待されてい

る。また、内閣府が公開している「量子技術イノベーション戦略 ロードマップ」33でも謳

われている通り、2030年以降、大規模言語モデルへの量子AIの活用が見込まれている点を

踏まえると、中長期的な未来仮説としては確実性の高いものとして考えられる。ただし、

活用するデータセット、すなわち行政記録情報には機密情報や個人情報が多々含まれてい

るほか、生成 AIが実務に耐えうる生成を行うことができるかを検証する必要がある。これ

については、経済産業省が取り組んでいる民間企業との共同研究による試験的な取組34を

さらに進展させる必要があるほか、民間企業や学術機関を巻き込んだ基盤モデルの精度の

 
30 J.Kaplan et al., 2020, “Scaling Laws for Neural Language” Models（https://arxiv.org/pdf/2001.08361.pdf）を参照。 
31 Microsoft HP “Orca2: Teaching Small Language Models How to Reason”（https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/orca-

2-teaching-small-language-models-how-to-reason/）を参照。 
32 九州大学と株式会社 BlueMemeとの共同研究に関するプレスリリース「BlueMemeと九州大学、量子 AIを用いた大規
模言語モデル構築のための共同研究を開始」（https://www.bluememe.jp/press-release-2023-06-14/）を参照。 
33 内閣府 2022年 4月発行「量子技術イノベーション戦略 ロードマップ」
（https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/roadmap_220422.pdf）を参照。 
34 PR Times「ACESと経済産業省が行政における大規模言語モデル活用に向けた協同プロジェクトを実施 ChatGPTをセ

キュアに利活用できる ACES ChatHubを提供」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000044470.html）を参照。 
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検証や、ガイドラインの整備などを模索していくことが有用である。例えば米国の法曹界

においては、Stanford Law School（SLS)と Stanford Computer Science Department により、

Stanford Code X というコミュニティが形成されている。当該コミュニティでは、法曹専門

家と情報科学の専門家によるエンジニアリング・ブレインストーミングと協働セッション

を行い、結果として法曹において正確に回答が必要なタスクを分解し、各大規模言語モデ

ルのパフォーマンスを評価するベンチマークデータ（LegalBench35）の作成が実現してい

る。こうした各界専門家を巻き込んだ大規模言語モデルに関する取組等も参考になるもの

と考えられる36。 

また、AI技術も同様に発展を遂げることが予想され、2030年頃には、テキスト以外の音

声、画像、動画データなどの様々なデータを統合的に処理するマルチモーダル AI37が登場

すると考えられている。それにより、文章だけでなく、様々な媒体をデータとして政策立

案に活用される方向性が、ますます強化されることが予想される。 

最後に、中長期での実現可能性は不明だが、脳科学の解明に伴い、汎用人工知能（AGI）

38の進化が加速し、データにのみならず過去の経験や政策担当者との対話を有機的に結び

つけ、意思決定判断を下すことが可能となることが予想される。AGI とは、複数タスクや

問題に対応し、人間のように考え・学習する人工知能であり、特定の一つのタスクや問題

を考え・学習する従来の AIと比較すると、性能をはるかに超えており、ある意味では人間

を凌駕した AIと言える39。 

この段階においては、政策形成プロセス全体での活用が可能となり、行政職員による政

策立案までの意思決定を高度にサポートするような活用方法が期待される。ただし、ヒト

の判断を全く介さない政策立案については、十分に議論がなされておらず、AI 技術の発展

に応じ今後も議論を進めていくべき事項と考える。 

これらの未来仮説を踏まえ、国内においては以下 4つのシナリオが想定される。 

 

【想定されるシナリオ】 

◼ 生成 AI技術が漸進的に発展×一部の大企業の経済圏のみにデジタル空間が拡大 

生成 AI による高度な分析推論など、現時点の最新技術は普及するが、自律型生成 AI や

 
35 Stanford Hazy Research "A collaboratively built large language model benchmark for legal reasoning"

（https://hazyresearch.stanford.edu/legalbench/） 
36 Stanford Law School HP “CodeX Hosts First-Ever Hackathon Focused on Law and Large Language Models”

（https://law.stanford.edu/press/codex-hosts-first-ever-hackathon-focused-on-law-and-large-language-models/）を参照。 
37 日本 IBM株式会社 HP「AIロードマップ」（https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/ai-roadmap/）を参照。 
38 山川宏ほか（2019）「汎用人工知能研究会（AGI）」（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/34/5/34_639/_pdf）を参照。 
39 清野正哉（2019）「AI(人工知能)を巡る問題・課題と今後の方向性について 1」

（https://cir.nii.ac.jp/crid/1390290700286170112）を参照。 
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物理空間での活動は実現せず、経済活動のデジタル化も限定的で、オルタナティブデータ

の増加も停滞することが想定される。短期的な未来仮説で検討した利活用を普及させると

ともに、中小企業によるデジタル経済圏への進出を支援していく必要があると考えられる。 

 

◼ 生成 AI 技術が漸進的に発展×中小企業を含めた企業の経済圏にデジタル空間が

拡大 

経済活動のデジタル化によって生み出される大量のオルタナティブデータを常時分析す

ることで、アジャイル型政策形成の取組の促進が想定される。ただし、データの増加に比

べて技術の進歩が停滞しているため、データ活用人材の確保・育成が重要な課題となる。 

 

◼ 生成 AI技術が大幅に発展×一部の大企業の経済圏のみにデジタル空間が拡大 

自律的かつ物理空間で共働可能な高度の生成 AI が登場するものの、生成 AI 技術へのア

クセスは一部に限定され、アジャイル型政策形成は促進されるものの、その対象は一部に

限定されるものと想定される。企業間において知見を共有するプラットフォームを整備し、

中小企業や地方在住者など、デジタル技術へのアクセスにおいて不利な立場にいる人々の

デジタル化を支援する必要があると考えられる。 

 

◼ 生成 AI 技術が大幅に発展×中小企業を含めた企業の経済圏にデジタル空間が拡

大 

生成 AIによる自律的かつアジャイル型政策形成が実現し、ロボットやドローンを介して

物理空間で AIが人と共働し、情報の収集や政策の実施を担えることが想定される。また、

経済活動のデジタル化によって生み出される大量のオルタナティブデータを常時分析する

ことで、アジャイル型政策形成に向けた取組が促進されることも期待される。ただし、生

成 AIが担う活動の幅が広がるため、相応の説明責任が生じるものと考えられる。 
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図 ２-7 中長期的な未来仮説における生成 AIの活用イメージと課題 

 

２－３. テキスト分析の重要性 

第２章では生成 AI による行政記録情報の活用場面を想定するために、生成 AI の動向を

調査し、短期的未来仮説においては文章生成系 AIで行政記録情報を活用できるようになる

可能性があるという示唆に至った。行政記録情報の多くはテキストデータであり、特に文

章生成系 AIは高度な自然言語処理を実行することが可能であり、その生成結果については、

政策立案の場面で多くの利活用可能性があるものと考えられる。そうした観点からも、行

政記録情報の活用が見込まれることは、アジャイル型政策形成への取組強化が進められて

いる昨今において、テキスト分析によって有用なエビデンスをどのように抽出するかを検

討する重要性が増すことを示している。 

そのため、次章では仮想的に作成した行政記録情報に対してテキスト分析を実施し、ど

のような結果が得られたか、テキストデータやテキスト分析は政策立案に有用かなど、実

際に調査した結果を整理する。 
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３. 中小企業政策の立案に有用なテキスト情報等のエビデンスの調

査 

 

３－１. 調査設計 

３－１－１. 調査目的 

近年、政府全体で EBPM の取組強化が進められているなか、中小企業庁では政策の対象

となる事業者や政策数の多さから行政記録情報を豊富に抱えており、当該情報を政策立案

へ活用できる可能性を秘めている。ただし、現在の取組で活用されている行政記録情報は

定量的な情報が多く、定性的な行政記録情報は十分に活用されているとは言い難い。その

ため、本調査では、中小企業・小規模事業者向けにアンケート調査を実施し、調査結果か

ら仮想的な行政記録情報を作成することによって、そこに含まれる定性情報に対してテキ

スト分析を行い、定性情報の政策立案への活用可能性を調査した。 

調査の観点として、分析に使用したテキスト情報と実施したテキスト分析手法が政策立

案の場面で有用かを検討した。具体的には、「どのようなテキスト情報が有用か（既存の

行政記録情報で使えそうなものはあるか、追加取得・見直しが望ましい項目はあるか）」、

「どのようなケースにおいて、どのような分析手法が適しているか」、「政策立案に役立つ

有効な分析結果が得られるか」、といった観点から検討を行った。  

図 ３-1 テキスト分析によるエビデンス抽出・政策立案への活用イメージ 
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また、前章でも記載したように、将来的には行政記録情報に対して生成 AIの活用が可能

となることが期待され、その場合は、従来の EBPM では取扱いが難しかったテキスト情報

が、より活用しやすくなることが予想される。例えば、生成 AI によりテキスト情報が要

約・構造化されることで、行政職員は膨大なテキスト情報の中に潜んでいる役立つ情報を

素早く把握でき、テキスト分析においても自動で構造化されたテキスト情報を扱うことで

分析の精度が高まることなどが考えられる。ただし、現時点で生成 AIによる行政記録情報

の活用は情報セキュリティなどの観点から困難なため、本調査においても、生成 AIは活用

しない前提でテキスト分析を実施している。 

 

図 ３-2 生成 AIによる構造化データへの変換イメージ40 

 

３－１－２. アンケート設計 

本章での調査結果について、政策立案を担う中小企業庁職員から理解が得られやすい内

容とするため、中小企業庁や中小企業政策の対象となる事業者にとって関心の高い内容に

なるような行政記録情報の設計を目指した。具体的には、中小企業庁と、中小企業政策の

対象となる事業者の双方にとって関心の高い中小企業の経営課題を選定し、その経営課題

に関連した政策の仮想的な行政記録情報の作成を行った。 

 
40 事業再構築補助金 HP 「『事業計画書』事例紹介」における「十勝シティデザイン株式会社」の事例（https://jigyou-

saikouchiku.go.jp/pdf/cases/01_jigyokeikaku_03.pdf）を参照。 
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（１） 経営課題の検討 

本調査において着目する経営課題を設定するため、供給（中小企業庁の政策）と需要

（企業の期待・要望）の両面から共通する課題を類型化することによって、候補となる中

小企業の経営課題を抽出した。抽出した経営課題は、「研究開発・市場開拓」、「事業再構

築」、「DX」、「GX」、「創業・事業承継」、「人材育成・確保」、「海外展開」の計 7 つであっ

た。そこから、本調査で得られた示唆や成果を将来的に他の政策へ展開することを念頭に、

アンケート回答者の業種・会社規模などで極力偏りが生まれない課題、かつ関心が高いも

のと考えられる課題として、「DX」を経営課題に選定した。 

 

図 ３-3 アンケートで候補となる経営課題の抽出 
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（２） アンケート設問の設計 

「DX」に関連する政策の仮想的な行政記録情報を作成するためのアンケートの設問設計

に当たっては、「ミラサポ plus」に掲載されている「人気の補助金・給付金41」において、

どのような行政記録情報を蓄積しているかを参照した。特に「DX」に関連する行政記録情

報を参考に、アンケート設問を設計した。 

 

図 ３-4 「ミラサポ plus」における「人気の補助金・給付金」 

 

これらの補助金・給付金の行政記録情報を参考に仮想的な行政記録情報を作成するため、

各補助金・給付金の申請書類などにおいて、どのような項目が、どのような形式（選択式/

自由記述式、など）で存在しているかについて調査し、整理した。 

 
41 「ミラサポ plus」における「人気の補助金・給付金」（https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/）にある 4つの政策で蓄積さ

れている行政記録情報を参考にアンケート設問を設計。 
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図 ３-5 中小企業向けの補助金における行政記録情報の内容 

 

次に、アンケート設問の全体構成と個別の内容を検討した。全体構成の検討にあたり、

行政記録情報における「申請情報」、「実績報告書」、「状況・効果報告書」のフォーマット

を確認し、どのような情報が記載されるかを踏まえて内容の類型化を行った。 

類型化の結果、企業の業種や従業員数などの「企業属性」、企業の事業内容や取り巻く

環境などの「企業の事業内容」、特に政策に関連した取組内容などの「企業の取組内容」、

政策の結果報告や政策への要望などの「事業実施結果」「事業実施後の展望」「事業への FB」

「事業実施後の経過報告」の 7項目に類型化した。 

本事業で作成する仮想的な行政記録情報は、DX を経営課題とした政策の行政記録情報

に対しテキスト分析を行う際に有用な情報である必要があるという点に留意して、アンケ

ート項目を設計した。そのため設問構成としては、企業属性に関する項目（業種、従業員

数など）、企業の事業概要に関する項目（事業内容、強み・弱み、経営方針など）、DX 取

組内容に関する項目、支援要望に関する項目、DX の取組成果に関する項目が含まれるよ

う設計した。設問も全体構成に合わせて内容を検討し、特に取組内容や取組成果について

は、「DX」を政策テーマとした補助金の行政記録情報を参考にしつつ作成した。例えば、

事業の取組成果に関する設問については、小規模事業者持続化補助金の「実績報告書」で、
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補助金事業で企業が取り組んだ内容、成果や補助事業がもたらす効果などを記述形式で含

んでいる点や、IT 導入補助金の「事業実施効果報告」を行う際に労働生産性指標などの報

告を求めている点を参考に、「Q17.導入 1 年を経て得られた成果」、「Q18.成果の詳細」、

「Q19.導入 1年後の労働生産性の変化率」等の設問を設計している。 

 

図 ３-6 参考とした行政記録情報から想定されるアンケート設問の全体構成と設問 

 

設問の全文は、参考とした補助金の行政記録情報と紐づけた形で、「６－１.アンケート

設問」で記載している。なお、アンケートの回答方式は選択式と自由記述式の 2 パターン

が存在するが、基礎的な統計情報や回答企業を分類するための情報は選択式での回答とし、

それ以外は本調査の目的を踏まえてできるだけ多くのテキスト情報を取得するため、自由

記述式での回答とした。 
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３－１－３. アンケート実施方法 

経営課題や具体的な設問の設計を踏まえ、本調査では調査会社のモニターを活用した

Web調査にてアンケート調査を実施した。 

 

表 ３-1 アンケート実施方法 

項目 内容 

調査方法 Web調査 

アンケート

対象者 

調査モニター提供会社が保有する企業パネルから抽出した、中小企業

法に記載されている「中小企業の定義42 」に該当する日本国内の企業 

回収数 548件（目標回収数は約 500件と設定） 

調査期間 2023年 10月 18日～2023年 10月 23日（6日間） 

 

３－１－４. テキスト分析方針・手法 

（１） 分析方針 

テキスト分析を実施する上で、アンケートに回答した企業を DX 進度別に分類する方針

とした。具体的には、「Q10.IT ツールの種類」で IT ツールを導入した企業群・導入してい

ない企業群で企業を区分し、更に IT ツールを導入した企業については、「Q19.労働生産性

指標」から生産性が向上した企業・生産性が向上しなかった企業に細分化した。 

 
42 中小企業庁 HP 「中小企業・小規模事業者の定義」（https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html）を参照。 



 

28 

 

 

図 ３-7 テキスト分析の手法とアウトプットイメージ 

 

IT ツール導入により生産性が高まった企業は、「なぜ生産性向上が進んでいるか」とい

う視点から成功の要諦を分析し、生産性が高まらなかった企業と IT ツールを導入していな

い企業については、「なぜ生産性向上が進んでいないか」、「なぜ DXを進めないのか」とい

う観点から、企業の抱える課題を分析することで、政策の課題を多面的に分析した。 

また、分析前の時点における課題に対する仮説の有無によって実施すべき分析のアプロ

ーチが異なることを想定し、どのような場面でどのような分析手法を採用すべきかについ

ても検討を行った。これにより、課題に対する仮説がない状態で探索的に課題を分析して

いく「問題発見型」と課題に対する仮説が明確であり、その仮説に基づき集中的に課題を

分析していく「仮説検証型」の 2パターンを類型化した。 

実際の政策立案のフェーズにおいて、「問題発見型」は政策の現状を把握し、課題を特

定するステップが重要であるのに対し、「仮説検証型」では課題から、どのような政策オ

プションを導き出したか、またその政策オプションはどのような効果が期待できるのかを

判断するステップが重要になる。 
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図 ３-8 政策立案段階のアプローチ類型43 

 

探索的に課題を分析する「問題発見型」に関しては、単語の出現頻度分析、トピック分

析等で回答内容を把握したのち、因果型共起構造分析により回答間にある因果構造を解釈

することで分析することとした。一方、課題に対してある程度の仮説がある「仮説検証型」

については、仮説に紐づく単語の出現頻度や関連単語・トピックの共起頻度をアソシエー

ション分析により調査し、構文解析手法の分析結果や元データ（回答結果）と照らし合わ

せることで仮説の蓋然性を検証しながら分析することとした。 

 
43 政策立案の 5つのフェーズについては「４－１.ガイドライン（案）の作成」で詳述。 



 

30 

 

 

図 ３-9  仮説検証型と問題発見型で実施する分析手法 

 

（２） テキスト分析手法 

特に自由記述式の回答から得られるテキスト情報を用いて、有効なエビデンスとして活

用可能性がある課題や要望などを抽出するため、得たい分析結果やテキスト情報の性質を

踏まえて、適したテキスト分析手法を検討した。 

テキスト情報内に含まれる内容や傾向を把握し、中心となっている話題を解釈するため

に、文章内の単語の出現頻度回数を計測する単語の出現頻度分析、文章内にある複数トピ

ックに関連する単語群を抽出するトピック分析、文章内において共起する単語などの関連

性をネットワーク形式で可視化する共起ネットワーク分析、文章内において共起する単語

やトピックの関連性を数値化するアソシエーション分析を用いることとした。 

そして、これらの分析によって得られた各事象の因果関係を把握し、企業が抱える課題

を解釈するために、事象間の因果構造（原因と結果）を可視化できる因果型共起構造分析

44を用いて分析を実施することとした。 

 
44 分析手法に関する詳細は令和４年度経済産業省中小企業庁委託業務「令和 4年度 中小企業の実態把握等のためのデー

タ利活用に関する委託調査事業 調査報告書」（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000326.pdf）を参照。 
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図 ３-10 テキスト分析の手法とアウトプットイメージ 

 

なお、因果型共起構造分析は令和 4 年度経済産業省中小企業庁委託業務「中小企業の実

態把握等のためのデータ利活用に関する委託調査事業」において、原因と結果の関係（因

果）をネットワーク形式で可視化するために活用した分析手法である。具体的には、 東京

大学 和泉研究室において研究された因果文書抽出ライブラリ により、因果関係を表す手が

かり表現（例：～のため）が含まれる文章を抽出し、抽出された文章をさらに日本語文法

における SVO（主語、述語、目的語）で因果文章をノード化することにより、因果構造の

ネットワーク化を可能とする手法である。 
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図 ３-11 因果型共起構造分析の概要と目的 

 

３－２. 分析結果 

アンケート調査によって得られた「DX」に関連する仮想的な行政記録情報を活用し、テ

キスト分析によって中小企業・小規模事業者向けの政策立案に活用し得る示唆を抽出した。

具体的には、主に自由記述式の項目に対するテキスト分析を実施し、選択式の項目から取

得できる基礎的な集計・分類と組み合わせる形で分析を行った。 

 

（１） 基礎的な集計・分類 

アンケートに回答した企業の傾向を把握するため、まずは基礎的な集計・分類を実施し

た。まず、アンケート全体の回答件数を整理した後、「図 ３-12 選択式回答の設問」で水色

にハイライトしている 10個の設問の回答結果に基づき、企業セグメントごとに回答結果を

整理した45。 

 
45 集計結果は「６－２.分析結果（基礎的な集計・分類）」にて整理。 



 

33 

 

 

図 ３-12 選択式回答の設問 

 

基礎的な集計・分類の詳細は「６－２.分析結果（基礎的な集計・分類）」に記載してお

り、本章では企業セグメントを比較した際に特徴的な傾向が見られた回答結果のみを記載

している。 

まず、アンケートの総回答数 548件46のうち、ITツールを導入している企業は 357社（約

65%）、IT ツールを導入していない企業は 191 社（約 35％）であった。また、IT ツールを

導入している企業（357社）のうち、労働生産性が向上したと考えている企業は 153社、生

産性が向上しなかったと考えている企業は 120社であった。 

 
46 アンケート総数は 576件存在したが、回答例文などをそのまま流用している回答などが 28件あったため、それらを

除外し、アンケート総数は 548件とした。 
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図 ３-13 Q10. ITツール導入の種類に関する回答結果 

 

 図 ３-14 Q19. 労働生産性指標に関する回答結果 
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「Q2.従業員数」は、いずれの企業セグメントも従業員数 5人以下の企業が最も多く、生

産性が向上した企業の方が、従業員数の規模が大きい傾向が確認できる。 

図 ３-15 企業セグメントごとの Q2. 従業員数に関する回答結果 

 

ITツール導入時、既に社内に存在している他のツールや専門的知見と、導入する ITツー

ルを組み合わせて活用する計画の有無を確認する設問である「Q12.シナジー計画有無」で

は、生産性が向上した企業の方が、生産性が向上しなかった企業と比較して、「計画あり」

と回答した企業の割合が高かった。 

図 ３-16 企業セグメントごとの Q12.シナジー計画有無に関する回答結果 
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シナジー計画の策定に最も影響を与えた項目を選択する「Q13.影響要因」では、いずれ

も未回答が多いが、生産性が向上した企業の方が、生産性が向上しなかった企業と比較し

て、「事業内容」を選択している割合が高かった。 

図 ３-17 企業セグメントごとの Q13.影響要因に関する回答結果 

 

「Q15.支援要望」は、中小企業庁へ望む支援要望に関する設問であり、いずれの企業セグ

メントも「補助金・助成金」による支援を最も希望しており、次いで「研修・人材育成」

や「情報提供」に関する支援要望が多かった。 

図 ３-18 企業セグメントごとの Q13.影響要因に関する回答結果 
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「Q20.IT 導入補助金への申請・採択経験」は、生産性が向上した企業の方が、生産性が

向上しなかった企業と比較して、「採択された経験がある」と回答した割合が高かった。 

図 ３-19 企業セグメントごとの Q20.IT導入補助金申請・採択経験に関する回答結果 

 

（２） 分析結果（問題発見型） 

基礎的な集計・分類を踏まえつつ、テキスト分析によって課題を探索的に分析した。ま

ずは、「図 ３-20 自由記述式の設問」で自由記述式としている設問への回答結果に対して、

テキスト分析を実施した。 
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図 ３-20 自由記述式の設問 

 

自由記述式の設問への回答に対してテキスト分析を実施した結果、各設問に対してどの

ような話題が中心となっているか、という観点で主要トピックを解釈した。 

図 ３-21 テキスト分析（問題発見型）による現状把握結果 
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なお、これらの主要トピックを解釈するために実施したテキスト分析手法は、「単語の

出現頻度分析」「トピック分析」「共起ネットワーク」である。主要トピックをどのように

解釈したかについて、「Q18. IT ツール導入から 1 年経過した時点で、どのような成果が得

られたか」という設問への分析を例として、以降に示す。 

まず、テキスト情報全体の傾向を把握するために、単語の出現頻度分析を実施した。

「図 ３-22「Q18. 導入 1 年後の成果」に関するテキスト分析結果（単語の出現頻度分析・

トピック分析）」における出現回数は、テキスト情報内でその単語が出現した回数で、出

現ドキュメント数は、生産性が向上した企業の回答のうち、その単語が出現した件数であ

る。高頻出の単語には「業務」、「効率化」、「情報」、「管理」、「削減」、「顧客」、「短縮」な

どの特徴的な単語があり、特に「業務」、「効率化」が高頻出であることから、「業務効率

化」という成果が得られたという内容が中心的な話題となっていると考えられる。 

なお、単語の出現頻度分析を実施する際は、単語の分かち書き（文章に出現する固有表

現などについて、どこまでを一つの単語と捉えるか）、表現の揺れ（例：“犬”と“イヌ”）や

ストップワードの除外（例：～して、～です。などのどんな文章にも出現するが意味のな

い単語）などの条件を設定する必要がある。これについては、出現率の閾値を設定して外

れ値を特定して削除する方法や、「NEologd47」などの固有表現を特定するシステム辞書等

を活用して効率的に条件設定を行うことも可能である。 

次に、トピック分析と共起ネットワークを用いて、主要トピックを解釈した。トピック

分析は、文章内に存在する複数トピックを構成する単語群を抽出する分析であり、ヒトに

よる判断で単語群からトピックを解釈することが可能である。共起ネットワークは、アソ

シエーション分析と同様に共起する単語の関連性を可視化する分析であり、「図 ３-23 

「Q18. 導入 1年後の成果」に関するテキスト分析結果（共起ネットワーク）」では単語の出

現回数が高いほどネットワークの基点となる円が大きくなり、共起回数が多いほど、円を

繋ぐネットワークが太くなる。 

なお、「図 ３-22「Q18. 導入 1年後の成果」に関するテキスト分析結果（単語の出現頻度

分析・トピック分析）」、「図 ３-23「Q18. 導入 1 年後の成果」に関するテキスト分析結果

（共起ネットワーク）」では、トピック分析で抽出したトピック数を 4つに設定しているが、

抽出したトピックと元データ（アンケート回答）と照らし合わせながら、トピック数の調

整を行った結果、最終的に 4 つに調整している。例えば、類似のトピックが多すぎる場合

は減らし、元データと照らし合わせて十分に解釈できない粗いトピックの場合は増やすな

どを試行しながら、トピックの数を調整する。 

 
47 mecab-ipadic-NEologd : Neologism dictionary for MeCab（https://github.com/neologd/mecab-ipadic-

neologd/blob/master/README.ja.md） を参照。 



 

40 

 

これらの分析結果から、生産性が向上した企業は導入 1 年後の成果として「業務効率化」

や「情報共有」などの成果が得られていると解釈した。 

図 ３-22 「Q18. 導入 1 年後の成果」に関するテキスト分析結果（単語の出現頻度分析・

トピック分析）48 

 

図 ３-23 「Q18. 導入 1年後の成果」に関するテキスト分析結果（共起ネットワーク） 

 
48 トピックを構成する単語はトピックに対し影響度が高いと考えられる単語群から上位 10個を抽出した。 
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このような工程によって各設問の回答における中心的な話題を把握したうえで、分析結

果間にある因果関係を確認しながら、課題を探索的に分析した。 

問題発見型のアプローチでは企業が抱える課題の仮説がないため、全アンケート回答を

一つのテキスト情報としてまとめたうえで、主要な事象の把握や事象間の関係性を可視化

できる因果型共起構造分析を実施し、特に連鎖するノードが多いネットワークは幅広い分

野へ影響を与えうる中心的な因果構造とし、まずは中心的な因果構造を探索した。 

 

図 ３-24 全アンケート回答結果から可視化した因果構造 

 

分析の結果、「コロナ」が中心的なノードになっていることが確認でき、各企業セグメ

ントにおいて因果型共起構造分析を実施した際も「コロナ」が中心的なノードとなってい

ることが確認できた。また、コロナのノードを構成している設問が「Q4.機会」、「Q5.脅威」、

「Q11.ツール導入に至った理由 or 至らない理由」であり、企業セグメントごとにノードの

構成割合が異なることがわかった。特に、「ITツールを導入した企業」は「Q11.ツール導入

に至った理由 or至らない理由」のノード構成割合が高く、コロナをきっかけに ITツールの

導入に踏み切った企業が一定数存在すると考えられる。 
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図 ３-25 各企業セグメントのテキスト情報を構成する中心的なノード 

 

各企業セグメントに対する因果型共起構造分析では、中心的なノード以外にも「３－２.

（１）.基礎的な集計・分類」で得られた仮説に関連する特徴的な因果構造が確認できた。 

例えば、IT ツールを導入していない企業では「高齢化」、「企業規模」、「人材不足」の話

題に関して、特徴的なノードが確認できた。「高齢化」については、「Q7.弱み」でネガティ

ブな内容に関連した因果構造が確認できた。そのため、高齢化が原因で事業自体の維持が

難しい状況となり、IT ツール導入のハードルが高くなっている可能性が考えられる。「企

業規模」については、「Q11.ツール導入に至った理由 or 至らない理由」で、単独事務所の

ため、IT ツール導入は必要ないなどの因果構造が確認できた。ここから、小規模事業者は

IT ツール導入によるスケールメリットが少ないと考え、導入に至らなかった可能性が考え

られる。「人材不足」についても「Q11.ツール導入に至った理由 or 至らない理由」で人材

不足により ITツールを導入しないなどの因果構造が確認でき、ITツールの導入工数を認識

している事業者は、自社の人材状況を考慮し、安易に導入に踏み切らないのではないかと

考えられる。 

以上から、IT ツールを導入していない企業は、高齢化・企業規模・人材不足の観点から

導入の必要性は低いと認識し、安易にツール導入を行わないのではないかと考えられる。 
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図 ３-26 ITツールを導入していない企業における特徴的な因果構造 

 

IT ツールを導入したが生産性が向上しなかった企業では、「人材不足」、「知見不足」に

関する特徴的な因果構造が確認できた。「人手不足」については、IT ツール導入に伴う対

応業務の増加や人員不足により、売上を向上させるための活動（新商品開発、新規顧客開

拓など）が行えていないなどの話題があり、「知見不足」についても IT ツールの活用知見

の不足により、生産性の向上につながっていないことが読み取れた。 
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図 ３-27  ITツールを導入したが生産性が向上しなかった企業における特徴的な因果構造 

 

最後に、IT ツールの導入により生産性が向上した企業では、特徴的な因果構造として IT

ツール導入が企業活動にポジティブな影響を与えている点や、事業基盤に余裕があること

でチャレンジができる環境にあり、スキル・ノウハウが高まりやすいといった好循環が実

現できていると考えられるような内容が確認できた。 

図 ３-28  ITツールを導入し生産性が向上した企業における特徴的な因果構造 
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また、生産性が向上した企業は、他の企業セグメントと比較して従業員数が多い企業の

割合が高い傾向も確認できている。従業員数が多いことから、IT ツール導入によるスケー

ルメリットが見込め、IT ツール活用に関するスキル・ノウハウを持つ人材もいる可能性が

高いと考えられる。加えて、IT ツール導入前から既存のツールとのシナジー計画がある企

業の割合が高く、その計画策定に至った要因を「従業員数」としている割合も高い。以上

から、従業員数の増加とともに生産性向上の余地がある業務が増加することに加え、IT ツ

ールの効果的な活用方法を提示・学習できる知見者が増えるため、生産性向上の好循環に

つながるのではないかと考えられる。 

この結果を踏まえ、生産性が向上した企業に対しては、他事業の拡大や人材育成に関す

る政策支援によってさらなる生産性の向上につなげられる可能性があることが示唆される。 

一方で、IT ツールが活用できず生産性が向上しなかった企業では人材不足や知見不足が

要因として考えられることや、IT ツールを導入しなかった企業では高齢化やスケールメリ

ットが見込めないなどの理由が考えられるため、これに対しては、まず ITツールの活用・

運用知見に関する情報提供などを充実させることで、課題を抱えている企業を支援するこ

とが有効である可能性がある。 

 

図 ３-29 各企業セグメントの課題と政策立案につながる示唆 
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（３） 分析結果（仮説検証型） 

問題発見型と異なり、仮説検証型の分析は既に企業の抱える課題に対して、ある程度の

仮説がある状態から分析することを前提としている。そのため、仮説に関連する回答結果

に対して集中的に分析を実施し、課題に対する仮説の検証を行った。 

なお、今回は課題分析にあたり、従業員数が DX 進度と関係しているのではないか、IT

ツール導入にコロナの影響があるのではないか、人材不足が IT ツール導入の有無に影響が

あるのではないか、IT ツール導入の必要性が低い企業群がいるのではないか、IT ツールの

スキル・ノウハウ等に関する情報提供を求めているのではないか、などの仮説を事前に持

っていた場合を想定し、「仮説検証型」で課題分析を実施した。 

 

図 ３-30 企業セグメントごとの Q2. 従業員数に関する回答結果（再掲）49 

 

これらの仮説の蓋然性を単語の共起関係から検証するため、選択式の回答については集

計・分類することで仮説の検証を行い、記述式の回答については仮説に関連するキーワー

ドを定義し、そのキーワードがどの項目で、どの程度出現しているのかを把握する形で検

証を行った。 

 
49「３－２.（１）.基礎的な集計・分類」より再掲。生産性が向上した企業へ向かうにつれ、従業員数の規模が大きい傾

向が確認できたことから、DX進度と従業員数に関連があるのではないかという仮説が立てられる。 
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図 ３-31 テキスト分析（検証型）による執行状況の捕捉・評価- DX 進度別の企業セグメ

ントの仮説 

 

例えば、人材不足が IT ツール導入の有無に影響があるのではないか、という仮説の蓋然

性を単語の共起関係から判断・分析するために、「３－２.（２）.分析結果（問題発見型）」

で得られた仮説から検索キーワードとして「人材不足」や「高齢化」に関連するキーワー

ドを検討し、そのキーワードがどの項目でどの程度出現するかを確認した。その結果、設

定した検索キーワードが１つの設問で 58 件／548 件の回答で出現していることが分かり、

最も中心的なノードを構成している「コロナ」についても出現回数が 4 つの設問で約 228

件ある点と比較して、件数としては十分と捉えられるため、検索キーワードを「人員」

「人材」「高齢化」と定義した。 
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図 ３-32 仮説に関連する検索キーワードの出現回数（例） 

 

次に、各企業セグメントが抱える課題に対する仮説を単語の共起関係から検証するため、

アソシエーション分析によって、テキスト情報内で共起する単語の関連性を数値化する形

で仮説の検証を行った。 

アソシエーション分析を行うにあたり、各企業セグメントにおいて仮説に関連する単語

などの共起関係がどの程度見られるのかを確認するために、文章内の仮説に関連する単語

や選択形式の回答に対し、フラグ付けを行った。例えば、「Q10.ツールの種類」で、「導入

していない」と回答した場合は、「IT ツールを導入していない企業」であると定義し、フ

ラグを行った。 

なお、フラグ付けを行った項目は、企業セグメントごとに関連性が比較できるよう、ど

のセグメントにも出現すると考えられる仮説に該当する単語などに対し、フラグ付けを行

っている。 
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図 ３-33 アソシエーション分析におけるフラグの定義 

 

図 ３-34 各企業セグメントの課題に対する仮説と検証内容 
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分析の結果、例えば、「図 ３-35 アソシエーション分析による仮説検証例」では、事象 1

「ITツールを導入していない企業」と共起する事象 2のフラグ（課題_必要性、従業員数が

少ないなど）の共起関係を数値化した。IT ツールを導入していない企業について、「従業

員数が少ない」と「課題_必要性」というフラグが最も共起している点は、IT ツールを導

入しなかった理由において、「従業員数が少ないことから、IT ツール導入の必要性が低い」

という仮説の裏付けとなる。 

 

図 ３-35 アソシエーション分析による仮説検証例 

 

このような分析を企業セグメントごとに実施し、仮説の蓋然性を検証した結果、最終的

に「仮説検証型」の分析においても、「図 ３-29 各企業セグメントの課題と政策立案につな

がる示唆」と同様の結果が得られた。 
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３－３. テキスト分析の政策立案への活用可能性と課題 

本調査では仮想的な行政記録情報をもとにテキスト分析を実施し、分析に使用したテキ

スト情報と実施したテキスト分析手法が政策立案の場面で有用かを検討することを目的と

して、分析を実施した。 

その結果、企業属性や労働生産性の変化などのデータは執行状況の捕捉・評価に活用す

ることができ、企業の事業概要や DXに関する取組内容のデータはテキスト分析を実行す

ることにより、外部環境変化の把握・課題分析において「問題発見型」の分析を適用する

ことができた。これらは、通常の行政記録情報における申請情報や実績報告書に含まれる

ことが多く、政策立案に役立つ示唆を得るために有用な情報である可能性がある。 

今回実践した「問題発見型」の分析手法は、全てのテキスト情報から単語の出現頻度や

文章の因果関係を探索することにより、申請企業がどのように経営課題を解決できている

かを大局的に確認するとともに、セグメントや効果の有無別に特徴的な因果関係を確認す

ることで、成功の要諦や障壁に注目することが可能と考えられる。また、「仮説検証型」

の分析手法は、先の「問題発見型」の分析によって導出された仮説に基づく単語の出現頻

度や、関連するトピックの出現情報を定量的に扱い、あるセグメントでの出現が有意に観

測できるかを検証することで、仮説の蓋然性を高めることができると考えられる。具体的

には、仮説に関連するキーワードが文章全体に占める出現割合重要度の抽出や、仮説に関

連するトピックが特定のセグメントに有意に観測できるかを、アソシエーション分析等で

明らかにすることが可能と考えられる。 

ただし、本調査以外のケースで、どのようなテキスト情報が有用か（既存の行政記録情

報で使えそうなものはあるか、追加取得・見直しが望ましい項目はあるか）、どのような

分析手法が適しているか、政策立案に役立つ有効な分析結果が得られるか、については追

加的な検討の余地がある。 

政策立案に関する行政記録情報の有用性やテキスト分析の有効性を判断するためには、

本分析結果や「４.テキスト情報等の分析に必要なデータ整備や分析の進め方等に関するノ

ウハウ・チェックポイントの整理」を参考に、実際の行政記録情報を活用しながら、活用

可能性の検討が必要と考える。 
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４. テキスト情報等の分析に必要なデータ整備や分析の進め方等に

関するノウハウ・チェックポイントの整理 

 

４－１. ガイドライン（案）の作成 

４－１－１. ガイドライン（案）作成の目的 

第 3 章で記載したとおり、本調査ではアンケート調査によって仮想的な行政記録情報を

作成し、それに対するテキスト分析を通して、政策立案におけるテキスト分析の有用性な

どを検証した。 

経済産業省でも、2022年３月の産業構造審議会 第５回新機軸部会においては政府全体に

おける EBPM の取組強化を目指していくことが示された。そこでは、政策立案段階からデ

ータによる課題分析を行い、実施後の効果検証と軌道修正を通じて、効果的な政策ターゲ

ティングや、変化の対応に優れるデータドリブンな政策立案を目指すことが念頭にある50。 

EBPM で活用されてきたデータは、主に公的統計などであったが、近年、感染症や災害

対策などをきっかけとしてオルタナティブデータが活用され始め、多様なデータを活用す

る可能性が見出されている。そうした状況で、現状や課題認識のためのエビデンスを収集

する目的から、行政記録情報を活用する可能性もあるのではないかと考えられる。 

今後、行政記録情報のデジタル化が進み、様々なデータが利活用できるようになれば、

政策立案段階でデータに基づいた課題分析を実施し、政策実施後の効果をリアルタイムで

検証することによって、柔軟に政策の軌道修正が可能となり、「アジャイル型政策形成」

の実践が可能になると考えられる51。 

 
50 経済産業省第５回産業構造審議会経済産業政策新機軸部会（2022年３月８日）「資料４ 事務局説明資料（EBPMの強

化について）」（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/005_05_00.pdf）を参照。 
51 なお、アジャイル型政策形成とは、政策効果（インパクト・アウトカム）を常に追求し、立案した政策の取り巻く
環境が変化するたびに細かく政策の立案・実行・評価・改善の PDCA サイクルを回すことで、柔軟に政策の軌道修正

を行う政策形成プロセスを指す。 
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図 ４-1 従来型の政策形成プロセスとアジャイル型政策形成プロセスの比較52 

 

中小企業庁が扱う政策対象は幅広く、また政策数も多いため、官民データが蓄積されや

すいと考えられ、行政記録情報の利活用環境などの整備が進むことが考えられる。また、

多くの行政記録情報は定性的なテキストデータが多いことから、第３章で示した分析方法

が政策立案プロセスの中で有用となる可能性もあり、第２章でも整理したとおり、近年発

展が見られる生成 AIを活用することで、行政記録情報から有用な知見が示される可能性も

考えられる。 

そのため、本章では今後、中小企業庁の行政職員が政策立案においてテキスト情報を取

り扱うことを想定して、その際の指南書となるガイドライン（案）とノウハウ・チェック

ポイントを整理する。なお、ガイドライン（案）とノウハウ・チェックポイントの整理に

当たっては、具体的には、行政記録情報を利活用した政策立案に取り組むことの意義・メ

リットや政策形成のフローを整理するとともに、各フローで必要となるインプット、アウ

トプットの明確化、アウトプットの創出に必要なテキスト分析や、生成 AIの利活用場面を

明らかにすることを目的としている。 

 

 
52 森田朗（一般社団法人次世代基盤政策研究所 代表理事 東京大学名誉教授）「政策評価に関する統一研修 講義１ 変化

の時代における政策形成と政策評価」（https://www.soumu.go.jp/main_content/000870129.pdf）を基に作成。 



 

54 

 

４－１－２. ガイドライン（案）構成 

本ガイドライン（案）は、政策形成プロセスのうち、政策立案の部分に焦点を当てて作

成した。具体的には、政策形成プロセス全体は、政策の立案・執行・評価・見直しで構成

されると考えられるが、本ガイドライン（案）では、そのうち政策立案に着目し、想定さ

れる作業内容を 5つのフェーズに分解した上で、具体的な作業内容や留意点を記載した。 

なお、今回の「図 ４-2政策立案における 5つの作業フェーズ」の検討にあたっては、実

際の政策立案においては過年度もしくは現在進行中の類似政策から政策のフィードバック

を得て検討が進められるケースが多いことを踏まえ、前例がない状態から新規の政策を立

案するケースは考慮せずに検討している。 

  

図 ４-2 政策立案における 5つの作業フェーズ53 

 

  

 
53 本章において用いる「政策立案」と「政策形成」の違い：「政策立案」は政策を立案する部分を指すのに対し、「政策
形成」は政策の立案だけでなく、政策の執行、政策の評価、政策の改善・見直しといった政策全体の流れを包含したも

のとして使用している。 
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４－１－３. 各フェーズの作業内容と将来的な生成 AIの活用場面 

政策立案に関する行政職員の業務内容を踏まえ、５つのフェーズ（「政策目標の認識」、

「執行状況の捕捉・評価」、「外部環境変化の把握・課題分析」、「執行内容の具体化」、「効

果予測」）に区分している。ガイドライン（案）では、それぞれのフェーズにおいて、必

要なデータ、個別の具体的な作業内容（分析プロセスや分析手法の概要なども含む）や出

力したい結果を整理した。 

まず、「政策形成フェーズ①：政策目標の認識」は、政府方針や中小企業庁のミッショ

ンなどと政策目標を照らし合わせることで、政策がどのような位置付けで、どのような意

味を持つかを理解することを目的としている。そのため、本フェーズは、政策立案を行う

前に現在の政府方針、中小企業庁のミッションや過年度の政策目標などを公開情報から把

握する。本作業においては、将来的に政策立案の業務として生成 AIの活用が可能な環境が

整えば、公開情報の検索や内容の要約などでの活用が期待できる。 

次の「政策形成フェーズ②：執行状況の捕捉・評価」は、「政策形成フェーズ③：外部

環境変化の把握・課題分析」で、政策の課題を特定する際に利用可能な情報を整理するた

めに、過年度に実施した政策の実績を整理するフェーズとしている。そのため、過年度の

政策における申請・採択企業の情報、政策の取組内容や取組成果を集計・分析しつつ、政

策効果が見られた/見られなかった企業の共通点を解釈する作業が中心となる。本フェーズ

においては、第３章で整理したとおり、効果が高かった企業における共通の特徴について

テキスト分析が可能であることに加え、将来的に行政記録情報をインプット情報とした生

成 AIの活用が可能な環境が整えば、取組の評価や共通する特徴の抽出などでの活用が期待

できる。 

「政策形成フェーズ③：外部環境変化の把握・課題分析」では、中小企業を取り巻く環

境や中小企業の課題、政策に対する要望と現在の政策内容を比較することで、政策介入の

充足具合を特定し、政策における改善点を把握するフェーズとしている。本フェーズでは、

前フェーズ「政策形成フェーズ②：執行状況の捕捉・評価」で可視化した分析結果に対し、

原因と結果（因果関係）を解釈することにより、課題を特定する作業が中心となっている。

具体的には、テキスト内の因果構造を把握できる因果型共起構造分析などを用いることが

できるが、将来的に生成 AIを活用可能な環境が整えば、テキスト内の因果関係の探索を生

成 AIが行い、課題を特定することも可能となると考えられる。 

課題を特定した後、「政策形成フェーズ④：執行内容の具体化」では、国内外の類似政

策などを参考にしつつ、課題の解決に資する政策オプションを検討する作業が中心となる。

将来的に行政記録情報をインプット情報とした生成 AIの活用が可能な環境が整えば、国内

外における類似政策の検索・翻訳や政策内容の要約、政策オプションの提案など、幅広い
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活用が期待される。 

「政策形成フェーズ⑤：効果予測」のフェーズでは、シミュレーションにより、前フェ

ーズで導出した政策オプションの期待される政策効果を可視化し、どの政策を立案すべき

かを検討する作業が中心となる。可視化した政策オプションを期待される政策効果などの

観点から評価し、政策を決定する。これについても将来的に行政記録情報をインプット情

報とした生成 AIの活用が可能な環境が整えば、過去の政策の効果検証結果による予測のほ

か、生成したデータによる政策効果のシミュレーションを行うことが期待できる54。 

 

図 ４-3 各フェーズで得られるアウトプットと分析手法 

 

ガイドライン（案）の記載内容について、「政策形成フェーズ③：外部環境変化の把

握・課題分析」を例に詳細を示す。ガイドライン（案）では、まず各フェーズにおける作

業の全体感を示した上で、個別作業の内容を行政職員がイメージできるよう具体化してい

る。 

なお、参考情報として、全体の作業内容や個別の分析プロセスには、本ガイドライン

 
54 これについては、研究の蓄積が進められているところであるが、例えば水野ら（2023）は、OpenAIによる基盤モデ
ルである GPT-2により、統計的特性を保持した状態で生成 AIの基盤モデルを活用したシンセティックな人々の移動軌

跡データを生成することで、人流のシミュレーション分析に採用している。これにより、例えば感染症などの影響や政
策効果を判断するための人流に関するビックデータ分析において、個人情報の保護を行いながら、政策対応が必要な社
会問題の解決に向けて、政策の実行による人流の移動軌跡の予測を行うことができる。こうした研究が蓄積されること

により、生成 AIを活用して、政策の執行に先立ったシミュレーションを行う可能性が考えられる。 
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（案）作成時点で想定される生成 AIの活用場面・方法についても紹介している。基本的に

はテキスト分析による行政記録情報の利活用方法を中心としているが、将来的に作業の一

部で生成 AI が活用可能となる可能性を想定し、生成 AI の利活用シーンを各作業内容と並

行して記載している。 

「政策形成フェーズ③：外部環境変化の把握・課題分析」を構成する作業プロセスは、

「政策目標を取り巻く外部環境変化に関する調査」、「企業が抱える課題分析」、「課題分

析」、「政策介入の必要性の把握」の 4つから構成している。「政策目標を取り巻く外部環境

変化に関する調査」については、公開情報から得られる政策を取り巻く事業環境や企業の

申請情報などから得られる事業環境に関する内容をもとに、現在と過去の政策を取り巻く

環境における変化を整理する。次に「企業が抱える課題」については、「政策形成フェー

ズ②：執行状況の捕捉・評価」で得られた情報を基に企業の抱える課題を解釈する。ただ

し、企業の抱える課題の分析では、十分な量・質の行政記録情報が蓄積していなければ、

適切な分析結果を得られない可能性がある点は、事前に留意する必要がある。 

次の「課題分析」のプロセスでは、それまでに分析したデータを組み合わせて中小企業

が抱える課題を整理する。最後に「政策介入の必要性の把握」では、政策オプションを検

討する前のプロセスとして、企業が支援として何を望んでいて、どこまで政策として介入

すべきかなどの観点から、政策の介入余地を確認する。 

 

図 ４-4 「外部環境変化の把握・課題分析」における全体の作業内容 
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図 ４-5 個別の分析プロセス（１／４） 

 

図 ４-6 個別の分析プロセス（２／４） 
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図 ４-7 個別の分析プロセス（３／４） 

 

図 ４-8  個別の分析プロセス（４／４） 

  



 

60 

 

４－１－４. 有識者意見取りまとめ 

本ガイドライン（案）の検討において、政策評価や経済学、情報科学等に専門性を有す

る有識者の知見を活用するため、全２回の意見交換会を実施した。有識者からの意見につ

いては、可能な限り反映するとともに、中長期的に取り組むべき事項については今後の課

題として「５.本調査事業で得られた示唆と今後に向けた方向性」に整理した。意見交換会

を通した有識者からの主な意見は以下に示す。 

 

＜第 1回＞ 

論点： 

（１）EBPMの高度化に向けたニーズと課題 

（２）行政記録情報の活用に向けた手法と技術的課題 

まとめ 可能性の整理と今後の検討課題 

 

表 ４-1 第 1回有識者意見交換会からの主なご意見 

大論点 小論点 委員からの主なご意見 

EBPM

に基づ

く理想

的な政

策形成

段階 

前提として

の中小企業

政策の特性 

➢ 中小企業庁が目指すべき EBPM の高度化とは、市場環境の変化に伴い

移り変わる政策目標が前提となる。変化する政策目標を捕捉し、柔軟

に対応できるようなあり方が求められるのではないか 

➢ 中小企業庁が政策を実行する上で、支援すべき政策対象者や支援方法

をどのように設定するかの判断は難しいのであろうと思う。その根本

原因は、政策対象の異質性（違い）にあると考えている 

理想的な政

策形成 

➢ アジャイル型の政策立案の第一歩は、現在持っているデータでシミュ

レーションを実施し、どのような効果が得られるのかを検証すること

ではないか 

➢ 政策の高度化のために、AI をはじめ、アジャイルな政策形成・評価、

行政記録情報、EBPM プロセスといったツールを状況や課題に応じて

適宜活用することが求められる 

➢ 過去の検証に基づいて議論するのか、あるいは新たにデータを得るの

か。従来のモデル事業やパイロット事業に関連するが、これらの検証

がこれまで十分にはなされていなかった点も留意すべき 

組織・

体制・

役割・

環境 

組織運営・

実施主体 

➢ 組織上の意思決定の構造をどのように設計するか。アジャイル型の政

策形成プロセスを実行する上で、現場の政策立案担当者にどこまで権

限を付与するか。EBPM プロセスにおいて誰が現状把握・課題分析等

を実施するのか 

➢ データサイエンティスト人材がデータを活用し、政策立案の高度化を

支援するのか、それとも現場の政策立案担当者が補助的に活用するの

か、によって実現できることや対応すべきことは異なる（誰が何をす

るのかを設計する必要がある） 

➢ 先進的な分析手法を習得するため、学術領域との関係性構築も重要で

ある 

データ分析

環境の整備 

➢ 政策立案の高度化に向けて５、10、15 年というスパンでは、所内に留

まらずデータ分析が可能な環境を整備することが必要だと考えている 
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大論点 小論点 委員からの主なご意見 

生成 AI の役

割 

➢ 生成 AI も、最終的な判断までを実行するのではなく、検索後に最終判

断をするまでの間をつなぐブレーンストーミングの場面で活用できる

のではないか（生成 AI が読み込んだ人を代替する形で、政策担当者が

生成 AI へ多角的に質問を投げかけ、要約した情報を引き出し、ハルシ

ネーションの問題も人が補正しながら進める姿が考えられるのではな

いか） 

政策立案担

当者の能力

開発・業務

負担 

➢ 中小企業庁の課題として、政策立案の担当者がデータ分析に必要な一

定程度の知識を獲得する必要がある。ただし、政策立案担当者に求め

られるデータ分析の知識自体が明確ではないため、その整理も合わせ

て行う必要がある。その際には官房がリーダーシップを発揮し、庁内

で足並みを揃える必要がある 

➢ 現場の政策立案担当者がデータから示唆を得ようとする場合、通常業

務に加え、示唆抽出のための業務が発生することになる。例えば具体

例を提示するなどして、現場の政策立案担当者に EBPM に基づく政策

形成プロセスを実行するメリットを理解してもらう必要がある 

➢ 中長期的な観点で政策立案の高度化の実現を見据えたとき、現場の政

策担当者の負担が増えてしまうようでは成立しないと思われるため、

様々な活用可能なツールが増えることに対し、現場の政策担当者の業

務負荷をいかに低減するかが重要 

生成 AI 生成 AI の可

能性 

➢ 政策対象の異質性をデータから読み取り、数理モデリングやシミュレ

ーションによって施策効果を予測するという活用可能性は考えられる 

➢ 新施策の効果予測については、制約条件や前提条件を考慮に入れてモ

デリングすることで、それを最適化問題と捉えることが可能と考えて

いる 

➢ 利用許諾を得た少数のデータを活用して、生成 AI によって合成データ

（シンセティックデータ）を生成すると、秘匿処理されたものに近し

い状態となるため、生データを共有せずとも共有できる形になる可能

性が考えられる 

生成 AI の課

題・留意点 

➢ 大規模言語モデルは事実に反する情報を含む様々な種類のデータを学

習している可能性があり、生成 AI の出力の正確性には注意が必要であ

る 

➢ 数理モデリングの普遍化には限界があり、現実の事象のうち注目する

一部の要因を変数として数理的に表現することしかできない。様々な

条件下でのシミュレーション結果から得られた情報の活用方法は、人

が判断する必要がある 

➢ モデリングの際のパラメータ設定は予測精度に直結するため、適切に

設定することが重要である（良いパラメータ設定を行うために生成 AI

やテキスト分析を活用するといった方法も重要な活用方法であると考

えられる） 

データ 行政記録情

報の特徴 

➢ 定性データからは、文章の前後関係から情報の意味を正確に読み取る

ことができる点で、定量データにはないメリットがあると考えている 

行政記録情

報のバイア

ス・留意点 

➢ 行政記録情報は膨大だが、インターネット上に存在するデータと比べ

ると小さいデータであり、ジェネラルに利用する際に偏りが生じない

ようにデータ整備時に考慮する必要がある 

➢ 行政記録情報を政策立案に活用する上で、内容が事実の一面しか捉え

ていない可能性がある点に留意する必要がある 

➢ 中小企業のデータを可能な限りリアルタイムで捕捉できるようにする

必要があるが、公的部門にとってこれは容易なことではない 

民間データ

の活用可能

性 

➢ 異質性をデータから読み取る上で、民間データを併用することで、よ

り正確なシミュレーションができると考えられる 

データ取得

のためのイ

➢ 中小企業からデータを取得するために、データ提供者である中小企業

側の負担軽減や、データを提供することに対する中小企業へのインセ
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大論点 小論点 委員からの主なご意見 

ンセンティ

ブ設計 

ンティブ設計等の対応が必要 

データ利用

の制約 

➢ 本来の利用目的以外の用途での利用に情報管理上の制約があること

や、ある政策原課が保有しているデータを他の課室が利用できない等

の制約が想定される 

➢ 政策の立案に活用する行政記録情報はデータ自体が大きくなり、個人

情報保護の観点から利用に制約がかかる場合も多く、民間データにお

いても取得するためにコストが大きくなる等、データを利用する側に

おける制約が増えてきている。中長期的には行政記録情報をオープン

データ化していく必要性を感じている。プライバシー等を守りながら

進めていく必要がある 

将来に

向けた

実現段

階 

実用段階 ➢ 高度化の前段階として各省庁の政策原課への普及に取り組む必要があ

り、エビデンスに基づかないまでも参考情報という位置づけで、民間

データや行政記録情報等の様々なデータを積極的に活用していくとい

う方向性も考えられるのではないか（EBPMの汎用化、EBPMではなく

EIPM55） 

➢ 実用に向けて、一気にゴールを目指すのではなく、途中のマイルスト

ーンを経ながら進めていくということではないか 

 

＜第 2回＞ 

論点： 

（１）ガイドライン（案）の構成について 

（２）政策形成フェーズ別の分析手法について 

まとめ 行政記録情報を活用した EBPMにおける今後の課題について 

 

表 ４-2 第 2回有識者意見交換会からの主なご意見 

大論点 小論点 委員からの主なご意見 

ガイド

ライン

（案）

の構成

につい

て 

ガイドライ

ンの位置づ

け 

➢ 政策のデータを作成するためのガイドラインなのか、作成したデータ

の政策への利活用までを加味したガイドラインなのかが読み取りづら

く、これらを区別すべきではないか 

 

用語の定義 ➢ 「政策立案」と「政策形成」という用語はそれぞれが登場した時期も

文脈も異なるため、これらの定義について補足という形でガイドライ

ンに追加すべきと考える 

政策形成プ

ロセスの細

分化 

➢ 「政策形成」には、企業の申請、事務局による審査、制度の再設計と

いった 3 つのレイヤーが存在し、それぞれのレイヤーで PDCA サイク

ルが存在する。これらの違いを意識しながらガイドラインを作成いた

だくのが良いと考える 

生成 AI の活

用方法（政

策立案以外

の場面） 

➢ 生成 AI は海外動向を把握・分析する際の翻訳（例えば DeepL56と

ChatGPT の組み合わせ）、申請者用のチャットボットや Copilot57等の活

用が期待される。身近な活用事例等も含めた方が行政職員にとって手

触り感が得られるのではないか 

 
55 EIPMとは、「Evidence-Informed Policy Making（エビデンスを踏まえた政策形成）」を指す。 
56 AIを活用した文書翻訳ツール（https://www.deepl.com/ja/translator）。 
57 米Microsoft社が開発した検索エンジン型チャットボット（https://copilot.microsoft.com/）。 
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大論点 小論点 委員からの主なご意見 

データ・分

析手法・モ

デルの循環 

➢ 既存データを分析することで付加価値のある新たなデータが生み出さ

れ、それをフィードバックする形で新たなインプットとして活用する

流れ、循環する姿を示した方がよいのではないか 

➢ データだけでなく分析手法やモデルに関しても循環し、引き継いでい

く必要がある性質のものである。また、行政職員の意思決定について

も、個人情報との兼ね合いを考慮しつつも情報を引き継ぐことは検討

すべきと考える 

分析データ

の可視化・

ツール・ノ

ウハウ 

➢ テキスト分析に関連した手法を可視化することはデータ解析の探索的

な段階で非常に重要と考える。クラスタリングやトピック抽出等を行

いつつ、数値データとも組み合わせて可視化して提示できるようなツ

ールが重要と考える 

➢ ツールを特定し使用できる環境を整備することが重要である。また、

例えば生成 AI を使うのであれば、プロンプトの書き方のノウハウが必

要で、それを提示していくことも考えられる。それによってアウトプ

ットの品質が標準化されるのではないか 

データ利活

用ルール 

➢ アジャイル型政策形成を目指し、データを活用する際に、そもそも既

存の行政記録情報等を活用してよいのか、さらにそこから生成 AI 及び

テキスト分析を実行して得られた新たなアウトプットデータを使用し

てよいのか、等の共通ルールの整備が望ましい 

成功事例の

掲載 

➢ 過去の行政記録情報等を活用した分析の成功事例を載せた方が、行政

職員の理解を得やすいのではないか 

政策形

成フェ

ーズ別

の分析

手法に

ついて 

行政職員の

意思決定サ

ポートやシ

ミュレーシ

ョン 

➢ 意思決定に必要となる KPI や過去の実績等の材料を生成 AI やテキスト

分析により収集することで、意思決定の最適化が可能。ただし、意思

決定を進める最中も環境は常に変化するため、不確実性を加味したパ

ラメータを用いたエージェントシミュレーションによる政策の効果予

測も重要。エージェントを採択企業と仮定し、パラメータ設定には生

成 AI やテキスト分析で得られた情報を組み込んでいくことが想定され

る 

テキスト分

析に関する

基礎知識の

補足 

➢ 従来から存在する教科書的なテキスト分析手法と生成 AI によるテキス

ト分析手法をそれぞれガイドラインに並べる形で載せても良いと考え

る。また、分析結果には行政職員の経験・知見を活用した理解・解釈

が必要であり、テキスト分析と行政職員知見の組み合わせをガイドラ

イン中でも表現した方がよいのではと考える 

データのバ

イアス 

➢ 本来的には補助金が無かった場合の状態と比較を行うことが必要であ

り、仮に利活用可能なデータが採択企業に限定される場合はデータに

バイアスがある点に留意する必要がある 

データ分析

を担う人材

や生成 AI の

扱い 

➢ 想定しているテキスト分析は前提知識のない行政職員には難しく、デ

ータサイエンティスト等が必要ではないか。一方、生成 AI によるテキ

スト分析は単語の頻度分析や因果構造分析等のステップが分かれてお

らず、汎用的に全ての分析を実施可能。データ処理がブラックボック

ス化する欠点はあるが、分析結果の出力も早く、行政職員が活用する

上ではこちらの方が現実的ではないか。生成 AI によるテキスト分析の

事例を含めても良いのではないか 

➢ RESAS58等での取組もあるが、さらなる政府統計のビジュアル化、ダ

ッシュボード化は必要である。海外を参考にデータサイエンティスト

同様、統計等に精通した人材を抱えることも必要ではないか。 

補助金の効

果 

➢ 中小企業庁が扱う補助金には体制整備等に活用されるものも少なくな

い。こうした補助金はアウトカム発現の前提となるプロセスを整備す

 

58 RESASとは、「Regional Economy Society Analyzing System（＝地域経済分析システム）」の略式名称であり、産業構造

や人口動態などの官民ビックデータを集約・可視化するシステムである。 
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大論点 小論点 委員からの主なご意見 

るために活用される。こうしたことも意識しながらガイドラインを整

理すべき 

テキスト分

析・生成 AI

の手法選択

の考え方 

➢ テキスト分析・生成 AI という言葉が頻繁に登場するが、各フェーズに

おいてどのような手法が適している等を難易度に応じて整理すべきで

はないか 

まとめ EBPMとアジ

ャイル型政

策形成の意

義 

➢ 技術は日進月歩で進歩しており、今後も継続的にアップデートする必

要があるという点や、EBPM とアジャイル型政策形成では合理的に柔

軟に、世の中へ役立つ政策を打ち出す点が重要であるという点を、ま

えがきか・あとがき等で追記いただきたい 

生成 AI によ

るアジャイ

ル型政策形

成の対応 

➢ 生成 AI の出現により、従来の検索だけでなく対話しながらアジャイル

型の政策形成が可能になっている旨を明示いただきたい 

行政職員知

見による判

断・意思決

定の重要性 

➢ 生成 AI による分析結果をそのまま使うのではなく、行政職員の判断を

入れていくことが重要である。カナダ連邦政府は職員向けに生成 AI 活

用のガイドライン59を出しているが、ベースとなっているのは 2019 年

の自動意思決定禁止に関するディレクティブである。行政職員の意思

決定を挟むことの必要性は反映すべきと考える 

 

  

 
59 Government of Canada " Responsible use of artificial intelligence (AI)"（https://www.canada.ca/en/government/system/digital-

government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html）。 
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４－２. 分析ノウハウ・チェックポイントの作成 

４－２－１. 分析ノウハウ・チェックポイント作成目的 

前項のガイドライン（案）では、政策立案で行政記録情報を活用するきっかけとするた

めに、テキスト情報を取り扱った分析ステップや作業内容を整理した。それをベースとし

つつ、政策立案を担当する行政職員が実際にテキスト分析による政策立案を行う際に、ど

のように考え、どのような手順で分析を実施すればよいか、また、テキスト分析の際に留

意すべきことは何か、などを整理したノウハウ・チェックポイントを作成した。 

なお、今回整理したノウハウ・チェックポイントでは、「３.中小企業政策の立案に有用

なテキスト情報等のエビデンスの調査」における分析の過程で、実際に得られた考え方や

留意点などに基づいて整理している。 

 

４－２－２. 分析から得られたノウハウ・チェックポイント 

今回作成したノウハウ・チェックポイントは、特にテキスト分析との親和性が高いと考

えられる「政策形成フェーズ②：執行状況の捕捉・評価」、「政策形成フェーズ③：外部環

境変化の把握・課題分析」に焦点を当てて、整理を行った。 

「政策形成フェーズ②：執行状況の捕捉・評価」は、「政策形成フェーズ③：外部環境

変化の把握・課題分析」で、政策の課題を特定する際に利用可能な情報を整理するために、

過年度に実施した政策の実績を整理するフェーズである。分析ステップとしては、まず分

析に利用する行政記録情報の性質を把握し、次に定量・定性的な視点から分析を行うこと

で、政策の取組状況や成果を評価する。最後に、次フェーズの課題分析で活用できるよう、

政策効果が見られた企業・見られなかった企業においてどのような共通する特徴が存在す

るか、分析する。 

行政記録情報を分析する前処理として、必ずしも全ての行政記録情報がすぐに分析がで

きる状態ではないことを想定し、分析可能な状態になるようデータのクレンジング処理を

行う。ここでポイントとなるのが、仮説を立てながらデータのクレンジングを効率的に行

うことである。行政記録情報は膨大で、全てのデータを 1 件 1 件ヒトの目で確認し、クレ

ンジング処理を行うことは現実的ではない。例えば、「事業に採択されていない企業の申

請情報などには、不適当な回答が多いのではないか」などの仮説を立て、当たりを付ける

ことで効率的な処理を行うことが可能となる。 

また、過去政策の評価を行う際には、どのような観点から政策を評価するかを明確に定

めてから分析作業に着手する点にも留意すべきである。例えば、政策目標が労働生産性の
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向上となっている場合は、採択企業の「労働生産性の変化率」を集計・評価することで、

政策を正しく評価できる。 

  

図 ４-9 「執行状況の捕捉・評価」におけるノウハウ・チェックポイント（1/5） 

 

過去政策の取組を評価する際には、行政記録情報のデータの性質を理解しておくことが

重要である。例えば、労働生産性を評価し、労働生産性が向上したと回答した企業の業種

や事業内容などを把握し、それを考慮するなど、できるだけバイアスを排除した状態で分

析を実施することが必要である。 
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図 ４-10 「執行状況の捕捉・評価」におけるノウハウ・チェックポイント（2/5） 

 

テキスト分析の手法としては、テキスト情報の中心的な話題を把握するために文章内に

含まれる単語の出現回数を計測する単語の出現頻度分析と、文章で話されている中心的な

トピックを抽出できるトピック分析を主に使用する。 

これらの分析手法で実施する際は、前提として、これらの分析のみでテキスト情報の内

容が把握できるというわけではない点を理解する必要がある。具体的には、単語の出現頻

度分析は文章中における単語の出現回数を数値化する手法であり、トピック分析も文章中

に存在する複数トピックを構成する中心的な単語群をトピックごとに抽出する手法である

ため、それら分析結果に対し、ヒトの解釈を加えることで初めて文章の話題を理解できる。 

また、単語の出現頻度分析においては、分析の前に単語の分割60とストップワード61の除

外に関する条件設定を行う必要があり、Web で公開されている辞書62などから、条件設定

などを行う必要がある。 

トピック分析においても、通常、トピックは文章内に複数存在するため、トピックを表

 
60 ここでいう「単語の分割」とは、どこまでを単語として分割するか（例：“まぶしい光”と“まぶしい”“光”など）に注

目した内容であり、採用する形態素解析器によってその傾向は異なる。 
61 どんな文章にも出現し、文章理解の役に立たないワード（例：“。”、“は”、“、”など）を指す。 
62 一例としては、形態素解析器の一つである Mecabで使うことができるシステム辞書の「Neologd」などが挙げられ

る。 
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し得る単語群もトピックの数に従い、複数抽出されることとなる。ただし、抽出されたト

ピック数で文章全体のトピックを網羅できているかは、元データ（行政記録情報）と単語

群から解釈したトピックを照らし合わせながら、文章の内容を表す適切なトピック数を検

討する必要がある。 

  

図 ４-11 「執行状況の捕捉・評価」におけるノウハウ・チェックポイント（3/5） 

 

また、元データを確認する際は、テキスト情報の文章・単語のクセや構造（例：政策効

果が見られた企業が記載した文章を探すのであれば「～によって、～が達成できた」 等）

を理解した上で、元データを確認することで効率的な分析作業が可能となる。 
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図 ４-12 「執行状況の捕捉・評価」におけるノウハウ・チェックポイント（4/5） 

 

図 ４-13 「執行状況の捕捉・評価」におけるノウハウ・チェックポイント（5/5） 
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「外部環境変化の把握・課題分析」は、前フェーズで明らかにした各企業群（成果が見

られた企業・見られなかった企業）に共通する特徴を掘り下げ、企業の抱える課題を特定

し、また外部環境の変化も捉えることにより、政策の改善点を分析するフェーズである。 

外部環境の変化は、Web 等の公開情報や行政記録情報から中小企業を取り巻く現状を把

握し、過去の政策執行時における事業環境と比較することで捉えられるが、公開情報や行

政記録情報から現状を把握する際も、分析対象となる情報にバイアスや情報の欠落がない

点などに注意しながら、分析を進めることが重要である。仮に分析対象の行政記録情報で

事業環境などに関する誤りやバイアスがあった場合、政策を取り巻く現状を曲解し、誤っ

た政策の立案につながってしまう可能性もあるため、十分な注意が必要である。 

 

図 ４-14 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（1/9） 

 

企業の抱える課題を分析するには、仮説（例：○○な特徴を持つ成功した企業群は△△

により成功したのではないか等）を立てた上で、一つ一つの仮説を検証する作業が重要と

なる。なお、あらかじめ課題を把握できている場合は、一つ一つ仮説を検証する工程は必

ずしも必要ではない。また、各分析結果間の因果関係（仮説）を解釈した後、その解釈が

正しいかという観点から、元データ（行政記録情報）や因果ネットワーク分析により可視

化された文章内の原因と結果などと照らし合わせ、蓋然性を判断することも重要なポイン
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トである。 

 

図 ４-15 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（2/9） 

 

図 ４-16 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（3/9） 
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「図 ４-17『外部環境変化の把握・課題分析』におけるノウハウ・チェックポイント

（4/9）」では、因果型共起構造分析によって、テキスト情報にある手がかり表現63から因

果関係を抽出したうえで、因果関係をネットワーク形式で可視化している。ノード（円）

が大きく、連鎖するノードが多いネットワークは幅広い分野へ影響を与える中心的な因果

構造と理解でき、テキストにおける中心的な話題であると考えられる。 

行政記録情報の各項目からこのような因果構造を可視化し、仮説をもとに因果構造間の

つながりを元データ（行政記録情報）と照らし合わせながら、解釈することが重要である。 

なお、因果型共起構造分析により因果構造を解釈する際には、ノードを構成する元デー

タが分析結果から仮説を立案する際に重要な役割を持つ可能性もあり、確認する必要があ

る。例えば、「図 ４-17『外部環境変化の把握・課題分析』におけるノウハウ・チェックポ

イント（4/9）」では、全アンケート回答結果の因果構造を分析した結果、「コロナ」が中

心的な因果構造を示していたことを説明している。「コロナ」という単語が、どの設問に

対する回答で使われているかを把握することにより、単なる事業環境の話で「コロナ」と

いう単語が使われたのか、もしくは IT ツール導入の経緯で使われたのか、などが把握でき、

そこから「生産性が向上した企業はコロナをきっかけに IT ツールを導入したのではないか」

などの仮説を立案できる。 

図 ４-17 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（4/9） 

 
63 因果関係を表す表現を指す（例：～のため）。第３章の図 3-11において示したとおり、本事業で用いている因果関係
の探索においては、和泉研究室が公開している因果文書抽出ライブラリを使用しており、そこで設定されている手がか

り表現を、因果関係の探索において利用している。 
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「図 ４-18『外部環境変化の把握・課題分析』におけるノウハウ・チェックポイント

（5/9）」、「図 ４-19『外部環境変化の把握・課題分析』におけるノウハウ・チェックポイ

ント（6/9）」、「図 ４-20『外部環境変化の把握・課題分析』におけるノウハウ・チェック

ポイント（7/9）」では各企業セグメントにおける特徴的な因果構造をピックアップしてい

る。ここでピックアップした因果構造については、「図 ４-17『外部環境変化の把握・課題

分析』におけるノウハウ・チェックポイント（4/9）」で得られた仮説に関連する因果構造

を特徴的な因果構造として、抽出している。 

 

図 ４-18 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（5/9） 
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図 ４-19 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（6/9） 

 

図 ４-20 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（7/9） 
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図 ４-21 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（8/9） 

 

図 ４-22 「外部環境変化の把握・課題分析」におけるノウハウ・チェックポイント

（9/9） 

 

「政策形成フェーズ②：執行状況の捕捉・評価」、「政策形成フェーズ③：外部環境変化

の把握・課題分析」で得られたチェックポイントは「図 ４-23 3 章で得られたチェックポ

イントの取りまとめ」にて、一覧で整理した。 
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図 ４-23 3章で得られたチェックポイントの取りまとめ 

 

４－３. ガイドライン（案）、ノウハウ・チェックポイントの政策立案への活用

可能性 

今回作成したガイドライン（案）は、行政記録情報を利活用した政策立案に取り組むこ

との意義・メリットとともに、テキスト情報を取り扱う際の作業内容と留意点などを記載

している。政策立案を担う行政職員が、本ガイドライン（案）を活用し、行政記録情報を

活用するきっかけとなることを期待する。 

また、ノウハウ・チェックポイントは、実際にテキスト分析を用いた政策立案を行うに

あたって、どのように考え、どのような手順で分析を実施すればよいのか、またテキスト

分析の際に留意すべきことは何かなどを整理している。行政職員が本ノウハウ・チェック

ポイントを参照し、テキスト情報を活用した政策立案の実施につなげることを期待する。 
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５. 本調査事業で得られた示唆と今後に向けた方向性 

 

５－１. 政策立案における生成 AI及びテキスト分析の可能性と課題 

本調査事業では、まず文章生成系 AIがどのような技術発展を遂げる可能性があるかを踏

まえて未来仮説を検討し、文章生成系 AIの政策立案への利活用場面等を検討した。次に、

文章生成系 AIによって高度化が可能となるテキスト分析に注目し、テキスト分析を利用す

ることで政策立案に有用なインプリケーションをどの程度得られるかを見極めるべく、仮

想的な行政記録情報を再現したアンケート調査を用いて、テキスト分析を実施した。さら

に、これらの調査・分析結果を踏まえ、行政職員が行政記録情報を活用した政策立案を実

践するきっかけとするガイドライン（案）や、政策立案で行政記録情報を活用した分析を

行う際の考え方や留意すべき点を整理したノウハウ・チェックポイントを作成した。 

本章では、これらの取組において得られた示唆と、今後に向けて生成 AI及びテキスト分

析の利活用を進める際の課題について、整理を行う。 

 

（１） 将来における文章生成系 AIの政策立案への活用に向けた可能性に関する調査 

「２.将来における文章生成系 AI の政策立案への活用に向けた可能性に関する調査」で

は、短期的（３～４年程度）・中長期的（５～10 年程度）な未来仮説の２つの時間軸で、

文章生成系 AIの活用可能性について検討を行った。その結果、短期的には大量の行政記録

情報をインプット情報として入力・参照させ、情報収集や要約・構造化などの作業を行い、

政策立案に向けた示唆出し、提案で活用できることが分かった。さらに、中長期的には、

より精度の高い基盤モデルや行政記録情報を学習した独自の生成 AIの開発のほか、扱える

データがテキスト情報にとどまらず、音声・画像・動画などに範囲が広がることが予想さ

れ、解像度の高い示唆出しが行えるようになる可能性も示された。このような未来仮説か

ら、近い将来、生成 AIを政策立案において活用する場面は拡大すると考えられるが、政策

立案などの場面で生成 AIを活用するためには、様々な解決すべき課題も明らかとなった。

具体的には、「データの正確性」、「説明責任」、「活用人材の育成」、「プライバシー」、「著

作権」、「セキュリティ」の観点から課題を示したが、これらの課題は密接に関連している

ため、ここでは特に、データの正確性の向上と、生成 AIを取り扱う人材育成を中心に、今

後に向けた方向性について述べる。 
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① データの正確性の向上 

まず、生成 AIにインプットさせるデータのバイアスや誤情報に対応するため、インプッ

トするデータを制限させることや、適切な標本抽出の方法を検討することが必要となる。

生成 AIの利用環境が整った後において、政策立案において活用が想定される行政記録情報

には、個人情報や機密情報だけでなく、文章生成系 AI自身が作った可能性のあるデータも

混在することも予想される。これに対しては、政策立案に向けた分析の対象とするデータ

の選択や、実務に耐えうる生成 AIの活用のあり方を検討する必要がある。具体的には、諸

外国の先行事例を参考にしながら、法令の施行や規制案の作成を行うことのほか、民間企

業や学術機関とも連携し、実務と連動したタスクに対する、生成 AIによる回答精度を評価

するベンチマークデータの作成により、基盤モデルの精度の検証をしていくことも有用で

ある。 

 また、生成 AIからアウトプットされるデータについても、正確性や信頼性の観点から、

政策立案においてどの程度取り扱うかは留意が必要である。特に、生成 AIから得られたデ

ータの正確性を担保するような規制の構築64については、今後も検討する必要がある。技

術の発達によって、生成 AIがある程度は信頼できるアウトプットを提供できる場合でも、

行政職員はそのアウトプットデータの解釈を自身で行うことが重要であると考えられる。 

 

② 生成 AIを取り扱う人材育成 

次に、人材育成面に関しては、生成 AIを活用するにあたり、必要な知識の整理や習得の

ための体制整備などが考えられる。まず、生成 AI を活用するためには、生成 AI に関連す

るアプリケーションやデータ環境、セキュリティ対策の整備を行うことができる人材が必

要である。こうした生成 AIの人材については、外部人材の採用や、外部リソースの活用に

よって確保を進めていくことが考えられる。また、行政職員においても、生成 AI活用方法

に関する基礎的な知識があり、生成 AIにインプットさせる情報の範囲を適切に理解し、ア

ウトプットデータの正誤を判断できる人材が必要と考えられる。生成 AI活用方法に関する

知識の習得についても、インプット・アウトプットにおけるデータの正確性やセキュリテ

ィ、説明責任、著作権など、必要な知識体系を整理して、研修などを通じて行政職員のス

キルアップを図ることが必要と考えられる。 

 

 

64 EUで提案されている AIに関する包括的な規制案 では、AIが提供する情報の出典を明記することが義務付けられる

可能性がある。詳細は、EU AI Act: first regulation on artificial intelligence

（https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-

intelligence）を参照。 
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（２） 中小企業政策の立案に有用なテキスト情報等のエビデンスの調査 

「３. 中小企業政策の立案に有用なテキスト情報等のエビデンスの調査」 では、行政記

録情報に含まれるテキスト情報を活用することが、政策立案への示唆出しに役立つ可能性

があるかを確認するため、「DX」を経営課題として設定し、複数の補助金事業の行政記録

情報を参考に設計した設問により仮想的な行政記録情報を作成、Web 調査によって収集し

たテキストデータによって、分析を実施した。 

具体的な分析においては、政策立案フェーズにおいて探索的に課題を分析する「問題発

見型」と、仮説に基づき集中的に課題を分析する「仮説検証型」の２パターンを実施した。

「問題発見型」では、まず単語の出現頻度分析、トピック分析等で回答全体の傾向を把握

した後、因果型共起構造分析により文章内の因果関係のネットワークを把握することで、

経営課題に関してどのような特徴を持つ企業が生産性向上を達成するかという、成功の要

諦の仮説を探索した。一方、「仮説検証型」では、仮説に紐づく単語の出現頻度やそれに

関連する単語の共起頻度の分析、因果関係を明らかにする構文解析手法と、元データ（回

答文章）とを照らし合わせることで、仮説の蓋然性を検証しながら分析を実施した。その

結果、抽出した成功の要諦の仮説に基づいて、仮説を検証することが可能であることが一

定程度示されたと考えられる。 

一方で、実際の行政記録情報を活用して、より幅広い経営課題へのテキスト分析の実践

につなげていく際には様々な課題が想定される。ここでは次の３つの観点から整理する。 

 

① 多様な経営課題に対する汎用性の検証 

本調査では、「DX」を経営課題としたテキスト分析を実施して一定の示唆を得ることが

できたが、他の経営課題でも同様に示唆を導き出せるかについては、対象を広げた分析を

行い、汎用性を検証する必要があると考えられる。 

 

② 実際の行政記録情報の利用や、ルールの整備 

本調査では、仮想的な行政記録情報を活用した分析を実施したが、将来的には実際の行

政記録情報を活用した分析の実践につなげていくことが望まれる。その際、これら行政記

録情報の取扱いに関するルールは、さらなる整理が必要である。例えば、書類提出時に事

業者から同意を取得できるような項目・規約の設計が必要となるほか、省内における利用

においても、省内で保有する行政記録情報のうち、扱える課室や、扱えるデータ範囲、利

用目的の明確化も必要となる。また、今回作成した仮想的な行政記録情報は、テキスト分
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析を行いやすいように項目を設計しているが、実際の行政記録情報においては、必要な情

報が欠けているケースや、項目内に不要な情報が含まれているケースも想定されるため、

実際の行政記録情報による検証を行いつつ、政策立案に向けて有用な示唆を示すために、

データ取得方法の改善にフィードバックをしていくことも必要となる。 

 

③ 文章生成 AIの活用によるテキスト分析等の活用可能性の検証 

今後は文章生成系 AIの利用環境が整うにつれて、プロンプティングを通じてインタラク

ティブにテキスト分析を行うことが可能となり、行政職員がテキスト分析に取り組む難易

度は下がっていくことが予想される。そのため、政策立案に向けて有用なテキスト情報を

抽出する際には、中小企業庁の政策や解決するべき経営課題に優先度をつけながら、文章

生成系 AIによる行政記録情報への分析を試行し、有用な示唆を導出できるかを検証する必

要があると考える。同時に、どのような項目があれば、より有用な示唆が導出できる可能

性があるかなどの観点からも確認を行い、現在蓄積している行政記録情報の項目や記載方

法の見直しをすることも考えられる。 

 

（３） テキスト情報等の分析に必要なデータ整備や分析の進め方等に関するノウハウ・チ

ェックポイントの整理 

「４. テキスト情報等の分析に必要なデータ整備や分析の進め方等に関するノウハウ・チ

ェックポイントの整理」では、政策立案を担う原課担当者向けに、利活用可能性のある行

政記録情報を活用した取組方法を、テキストマイニング手法や将来的な生成 AIの活用場面

とともに紹介するガイドライン（案）を作成した。また、当該ガイドライン（案）をベー

スとしつつ、政策立案を担当する行政職員が実際にテキスト分析による政策立案を行う際

に、政策立案の各フェーズにおけるインプット（必要なデータ）、プロセス（個別の具体

的な作業内容、分析方法の概要と詳細）とアウトプット（出力したい結果）を明確化し、

分析の際に注意すべきポイント等を整理したノウハウ・チェックポイントを作成した。 

ガイドライン（案）は、政策形成プロセスのうち、政策立案の部分に焦点を当てて作成

した。具体的には、政策形成プロセス全体は、政策の立案・執行・評価・見直しなどで構

成されると考えられるが、本ガイドライン（案）では、そのうち政策立案に着目し、想定

される作業内容を５つのフェーズに分解した上で、具体的な作業内容や留意点などを記載

した。また、将来的に生成 AI を活用できる可能性がある作業については、生成 AI の活用

例を整理した。 
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ノウハウ・チェックポイントについては、特にテキスト分析との親和性が高いと考えら

れる「政策形成フェーズ②：執行状況の捕捉・評価」、「政策形成フェーズ③：外部環境変

化の把握・課題分析」に焦点を当てて、政策立案を担当する行政職員が実際にテキスト分

析を行う際に、必要なデータや具体的な作業内容、出力したい結果を明確化し、留意すべ

き事項についても整理した。 

今回のガイドライン（案）やノウハウ・チェックポイントの作成を踏まえ、今後は有識

者意見交換会でも示された意見などを踏まえた課題への対応が必要と考えられる。行政記

録情報を活用した政策立案全体で検討が必要な事項として、「生成 AI やモデリング・シミ

ュレーションの留意点」「行政記録情報のバイアス・制約」「政策立案担当者と生成 AIの役

割分担」「分析環境整備と業務時間の増加」の４つの視点で整理を行った。 

 

 図 ５-1 中小企業庁として取り組むべき課題 

 

① 生成 AIやモデリング・シミュレーションの留意点 

大規模言語モデルは事実に反する情報を含む様々な種類のデータを学習している可能性

があるため、正確性には注意が必要である。また、現実の事象の一部しか数理的に表現す

ることしかできない数理モデリングの限界を踏まえた対応も必要である。 

 

② 行政記録情報のバイアス・制約 

行政記録情報は膨大な情報ではあるものの、一定のバイアスを含む可能性がある。これ

政策立案担当者と生成AIの役割分担

行政記録情報のバイアス・制約

分析環境整備と業務時間の増加

技術

データ 役割

環境

生成AIやモデリング・シミュレーションの留意点

【正確性】例えば、大規模言語モデルは事実に反する情報を含む様々な種類の
データを学習している可能性があり、生成AIが虚偽回答をする（ハルシネーション）
場合もあるなど、正確性には注意が必要。

【限界】数理モデリングの普遍化には限界があり、現実の事象のうち、

一部の要因を変数として数理的に表現することしかできない。

様々な条件下のシミュレーション結果の活用方法は、

人が判断する必要がある。

【役割】例えば、生成AIが最終的な判断までを実行す
るのではなく、検索後に最終判断をするまでの間をつな

ぐブレインストーミングの場面で活用するなど、どのような
役割分担とするかを整理する必要がある。

【主体者】データサイエンティスト人材がデータを活用し、

政策立案の高度化を支援するのか、それとも現場の

政策立案担当者が補助的に活用するのかなど、関わ
る人材についても整理する必要がある。

【バイアス】行政記録情報は膨大だが、インターネット
上に存在するデータと比べると小さいデータである。

行政記録情報を政策立案に活用する際には、事実

の一面しか捉えていない可能性がある点に留意する
必要がある。

【制約】本来の利用目的以外の用途での利用に情

報管理上の制約があり、政策原課が保有している
データを他の課室が利用できないこともある。

個人情報保護の観点から利用に制約がかかる場合
も多く、プライバシー等を守りながら進める必要がある。

【分析環境整備】行政記録情報を利活用した政策立案の高度化に

向けて、中長期的なスパンでは、所内に留まらずデータ分析が可能な
環境を整備する必要がある。

【分析業務の位置づけ】仮に、テキストマイニングを使った分析等を政策立案担当職員の

業務として新たに組み込むことが望ましい場合には、どのような位置付けでどのように組み
込んでいくかについて整理、検討する必要がある。
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らを解消する方法や、そうした特徴を理解した上で分析を行う際の留意点を整理すること

が必要である。例えば、行政記録情報においてバイアスを特定するためには、政策領域に

十分な知見を持つ人材を育成・確保する体制の構築などが考えられる。また、行政記録情

報そのものにあるバイアス・制約については、ガイドライン（案）やノウハウ・チェック

ポイントなどを通して、行政職員へ周知することも重要である。 

 

③ 政策立案担当者と生成 AIの役割分担 

将来的に生成 AI を活用する場合において、政策立案担当者と生成 AI の役割を整理する

必要がある。なお、アジャイル型政策形成プロセスにおいては、組織上の意思決定機能を

どこに持たせ、現場の政策担当者へどこまで権限を付与するかについては検討の余地があ

る。また、生成 AIによってテキスト分析を進めるためには、外部知見の活用や外部との役

割分担の整理なども検討する必要がある。 

 

④ 分析環境整備と業務時間の増加 

どのような分析環境が整うと、生成 AIの活用が実践できるかについても検討が必要であ

る。また、政策立案を担う行政職員が行政記録情報から示唆を得ようとする場合、通常業

務に加え、示唆抽出のための業務が発生することになり、業務負荷が高まる点も課題とし

て考えられる。業務として新たに組み込むことが望ましい場合には、他の通常業務とどの

ように調整していくかという視点でのマネジメントも重要な課題である。 

 

本調査を通じて、行政記録情報を用いた、政策立案における生成 AIやテキスト分析の利

活用可能性について、一定の示唆を得ることができた。一方で、政策立案での実践につな

げるためにはさらなる検討が必要であり、日進月歩である生成 AIの技術発展に応じて、ガ

イドライン（案）やノウハウ・チェックポイントの継続的なアップデートが必要である。

そうした点を考慮しながら、今後もさらなる取組を推進していくことが望ましい。 
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６. Appendix. 

６－１. アンケート設問 

「表 ６-1 アンケート設問内容と参考とした補助金」にて、アンケートの設問文と、選

択式回答の設問については設問内容を記載し、これらの設問を作成するために参考とした

行政記録情報（補助金の申請情報等のフォーマット）についても併せて記載した。 

 

表 ６-1 アンケート設問内容と参考とした補助金 

# 設問 参考とした補

助金 

1 貴社の業種を教えてください 

（業種は日本標準産業分類に従い、（大分類-中分類）という形式で一覧化65） 

【小規模事業

者持続化補助

金】経営計画

書兼補助事業

計画書① 

【事業再構築

補助金】事業

計画書 

【IT 導入補助

金】交付申請

基本情報 

2 貴社の従業員数を教えてください 

1. 5人以下 

2. 6人～20人 

3. 21人～50人 

4. 51人～100人 

5. 101人～300人 

6. 301人以上 

3 貴社の事業内容を教えてください（30文字以上） 

4 貴社のおかれた事業環境にはどのような機会がありますか。ここでいう機会と

は、貴社にとって社会や市場の変化などでプラスに働く事象を指します。（20 文

字以上） 

5 貴社のおかれた事業環境にはどのような脅威がありますか。ここでいう脅威と

は、貴社にとって社会や市場の変化などでマイナスに働く事象を指します。（20

文字以上） 

6 貴社の強みや差別化要素について、その根拠も含めて教えてください。 

ご回答の際は、「～によって、～ができている」「～のため、～をしている」と

いった形式で記載してください（30文字以上） 

7 貴社の弱みや課題について、その根拠も含めて教えてください。 

ご回答の際は、「～によって、～ができていない」「～なので、～してしまう」

といった形式で記載してください（40文字以上） 

8 貴社の経営方針に関して、最も当てはまるものを回答してください 

1. 事業の拡大に積極的 

2. 事業の維持に注力 

3. 事業の売却・整理・廃業を考えている 

4. 特に意識したことはない 

9 事業の拡大を目指す企業もあれば、維持に注力する企業、縮小をする企業な

ど、様々な方針をとる企業があります。貴社の経営方針や夢・ビジョンはどの

ようなものですか。 

また、その理由について「経営方針としては、～。なぜなら、～」「経営方針

は、～。その理由は、～」といった形式で記載してください（40文字以上） 

【小規模事業

者持続化補助

金】経営計画

書兼補助事業

計画書① 

10 貴社で１年以上前に導入した IT ツールのうち、最も新しく導入した IT ツールは

どのようなものですか。次のうちから最もよくあてはまるもの 1つ選択してくだ

さい 

【IT 導入補助

金】交付申請

基本情報、実

 
65 総務省日本標準産業分類（令和 5年 6月改定、令和 6年 4月 1日施行予定）

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000890407.pdf）を参照 
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# 設問 参考とした補

助金 

1. 電子ファイルなどの情報を社内で共有できる IT ツール/サービス（ファイル共

有サービスなど） 

2. 販売管理、在庫管理、購買管理などを行う IT ツール/サービス（販売管理シス

テムなど） 

3. 購買情報や取引情報、決済情報など、顧客情報を一元管理して売上拡大を検討

する ITツール/サービス（CRMなど） 

4. 社内コミュニケーションツール（グループウェア・ビジネスチャットなど） 

5. 社内会議や商談などをオンラインで実施できる ITツール/サービス（WEB会議

システムなど） 

6. 定型業務の自動化を実現する IT ツールや、自社の様々な情報（生産情報、販

売情報など）を一元管理する ITツール（RPAや ERPなど） 

7. 日々の会計処理（売掛、買掛、入金、出金など）を行うための IT ツール（会

計ソフト） 

8. 企業間取引において、注文書や請求書、契約書などの取引書類をデータでやり

取りできるようにする ITツール/サービス（EDIなど） 

9. 現金を使わず支払いができるサービス（キャッシュレス決済） 

10. インターネット上で銀行口座の残高確認や振込ができるサービス（インター

ネットバンキング） 

11. 自社の WEBサイトや SNSサイト 

12. インターネット上で商品やサービスを売るための通販サイト（ECサイト） 

13. インターネット広告 

14. 導入していない 

績報告書 

11 Q10 で回答した IT ツールを導入するきっかけとなった経営上の課題について、

その課題の発生原因も含めて教えてください。Q10で「導入していない」を選択

された場合は、ITツールの導入に至らない理由を教えて下さい。 

外部環境（Q4,5）や内部環境（Q1,2,3,6,7,8,9）が影響した場合、その観点に注目

して回答してください。ご回答の際は、「～の影響で～になっていた」「～が原

因で～という課題があった」「～のため、～になっていた」といった形式で記載

してください（90文字以上） 

【IT 導入補助

金】交付申請

基本情報 

12 Q10 で回答した IT ツールを導入した時点で、もともと社内に存在していた他の

ツールや専門的知見と導入した IT ツールを組み合わせて活用する計画はありま

したか。 

1. 計画あり 

2. 計画なし 

【IT 導入補助

金】交付申請

基本情報 

13 Q.12 の計画策定に影響を与えた要因としてもっともあてはまるものを次のうち

から 1つ選択してください。※Q12で計画ありと回答した方のみ回答 

1. 業種 

2. 従業員数 

3. 事業内容 

4. 強み 

5. 弱み 

6. 経営方針 

7. その他 

仮説検証のた

めに新たに追

加した 

14 Q12 の計画策定など、Q10 で回答した IT ツールを導入するにあたって、どのよ

うな準備を実施しましたか。 

また、Q12 で「2.計画なし」と回答した場合はその理由を教えてください。（30

文字以上） 

仮説検証のた

めに新たに追

加した 

15 Q10 で回答した IT ツールを導入した経験を振り返って、中小企業庁からどのよ

うな支援を受けたい・どのような施策を実施してほしいと思いますか。次のう

ちからもっともあてはまるものを選んでください。 

1. 情報提供 

2. セミナー・シンポジウム 

仮説検証のた

めに新たに追

加した 
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# 設問 参考とした補

助金 

3. 展示会・商談会 

4. 相談窓口 

5. 専門家派遣 

6. 研修・人材育成 

7. 認定・表彰制度 

8. 補助金・助成金 

9. 融資・債務保証 

10. その他 

16 Q15 で回答した要望の詳細を教えてください。貴社における今後の IT ツール利

活用の方針についても教えてください。（50文字以上） 

（今後の IT ツ

ール利活用方

針について一

部参照）【IT導

入補助金】交

付申請基本情

報 

17 Q10 で回答した IT ツールの導入から 1 年が経過した時点で、貴社にとってどの

ような成果が得られたと思いますか。次のうちからもっとも当てはまるものを

選択してください。 

1. 新規市場開拓・新規顧客獲得による売上の向上・拡大 

2. 原価コストの圧縮 

3. 勤務時間の短縮、もしくは適正化 

4. 会計の正確性 

5. ニーズに合った製品やサービスの提供 

6. 製品やサービスの質の向上 

7. 社内の情報が共有化されて、風通しのよい環境 

8. 経営状況の正確な把握 

9. その他 

10. 成果を得られなかった 

【IT 導入補助

金】効果報告

書 

18 Q17 で回答した成果の詳細を教えてください。外部環境（Q4,5）や内部環境

（Q1,2,3,6,7,8,9）、貴社の取組内容（Q11-17）が影響した場合、その観点に注目

して回答してください。ご回答の際は、「～によって、～が達成できた」「～の

影響で、～が改善された」「～のため、～することができた」といった形式で記

載してください。 

また、Q17 で「10.成果を得られなかった」と回答した場合はその理由を教えて

ください。 

【IT 導入補助

金】効果報告

書 

19 #1で回答した ITツールを導入しようと決めた時点にあたる年度（=A年度）と IT

ツールの導入から 1 年が経過した時点にあたる年度（=B 年度）の、貴社の労働

生産性の変化率[単位：%]についてお伺いします。貴社の労働生産性の変化にも

っともよくあてはまるものを 1~5から選択してください。 

1. かなり向上した（10%以上） 

2. 多少向上した（5%以上 10%未満） 

3. 変化しなかった（-5%以上 5%未満） 

4. 多少悪化した（-10%以上-5%未満） 

5. かなり悪化した（-10%以下） 

【IT 導入補助

金】効果報告

書 

20 貴社はこれまで、中小企業庁が公募を行っている IT 導入補助金へ申請を行った

経験、または採択された経験はありますか。 

1. 採択されたことがある 

2. 申請したことはあるが、採択されたことはない 

3. 申請を検討したが、申請をしていない 

4. 申請を検討していない 

5. わからない/知らない 

仮説検証のた

めに新たに追

加した。 
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なお、#19.労働生産性変化率の算出方法については、ITツール導入年度（n年度）と導入

から 1 年経過した年（n+1 年度）の労働生産性（粗利益（単位：円）／社員の総労働時間

（単位：時間））の変化率を求める形で算出している。 

 

【計算例】 

n年度 

・粗利益（円）：80,000,000円 

・総労働時間（時間）：200,000時間 

n+1年度 

・粗利益（円）：100,000,000円 

・総労働時間（時間）：200,000時間 

n年度の労働生産性：80,000,000÷200,000 = 400 

n+1年度の労働生産性：100,000,000÷200,000 = 500 

労働生産性の変化率（%）：（500-400）÷400×100=25% 
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６－２. 分析結果（基礎的な集計・分類） 

全体概要を把握するため、「Q10. IT ツールの種類」と「Q19.労働生産性指標」の回答結

果を集計した。 

アンケートの総回答数は 548件であり、そのうち ITツールを導入している企業は 357社

（約 65%）、ITツールを導入していない企業は 191社（35％）存在した。 

また、IT ツールを導入している企業（357 社）のうち、労働生産性が向上したと考えて

いる企業は 153社、生産性が向上しなかったと考えている企業は 19社存在した。 

図 ６-1  Q10. ITツール導入の種類に関する回答結果 

図 ６-2  Q19. 労働生産性指標に関する回答結果 
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「Q1.業種」については、各企業セグメントともにサービス業が最も多く、次いで製造業

やその他業界が多く、業種の構成では差異は確認できなかった。アンケート全体の回答者

の業種構成も各事業セグメントと同じ構造であることから、「業種」軸から企業セグメン

トごとの特徴は捉えられなかった。 

図 ６-3 企業セグメントごとの Q1. 業種に関する回答結果 

 

図 ６-4 アンケート回答者の従事している業種 
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「Q2.従業員数」は、いずれの企業セグメントも従業員数 5人以下の企業が最も多く、生

産性が向上した企業の方が、従業員数の規模が大きい傾向が確認できる。 

図 ６-5 企業セグメントごとの Q2. 従業員数に関する回答結果 

 

「Q8.経営方針」については、IT ツールを導入していない企業において、「事業の拡大に

積極的」である企業が少なく、「事業の売却・整理・廃業を考えている」企業が他 2つの企

業セグメントと比較すると多い傾向が確認できた。また、生産性が向上した企業ほど「事

業の拡大に積極的」である傾向も確認できた。 

図 ６-6 企業セグメントごとの Q8.経営方針に関する回答結果 
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「Q10.ツールの種類」については、IT ツールを導入していない企業は回答対象外であるた

め、生産性が向上した企業と生産性が向上しなかった企業を対象に回答結果を集計してい

る。どちらのセグメントも「ファイル共有サービス」を導入している企業が最も多く、次

いで「Web会議システム」や「販売管理システム」を導入しているなど、導入した ITツー

ルの割合構成には大きな差異は確認できなかった。 

図 ６-7 企業セグメントごとの Q10.ツールの種類に関する回答結果 

 

ITツール導入時、既に社内に存在している他のツールや専門的知見と、導入する ITツー

ルを組み合わせて活用する計画の有無を確認する設問である「Q12.シナジー計画有無」で

は、生産性が向上した企業の方が、生産性が向上しなかった企業と比較して、「計画あり」

と回答した企業の割合が高かった。 
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図 ６-8 企業セグメントごとの Q12.シナジー計画有無に関する回答結果 

 

シナジー計画の策定に最も影響を与えた項目を選択する「Q13.影響要因」では、いずれ

も未回答が多いが、生産性が向上した企業の方が、生産性が向上しなかった企業と比較し

て、「事業内容」を選択している割合が高かった。 

図 ６-9 企業セグメントごとの Q13.影響要因に関する回答結果 
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「Q15.支援要望」は、中小企業庁へ望む支援要望に関する設問であり、いずれの企業セ

グメントも「補助金・助成金」による支援を最も希望しており、次いで「研修・人材育成」

や「情報提供」に関する支援要望が多かった。 

図 ６-10 企業セグメントごとの Q15.支援要望に関する回答結果 

 

「Q.18 導入 1 年後の成果」では、生産性が向上しなかった企業は「勤務時間の短縮、適

正化」を回答した企業が多かった。 

図 ６-11 企業セグメントごとの Q17.導入 1年後の成果に関する回答結果 
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「Q20.IT 導入補助金への申請・採択経験」は、生産性が向上した企業の方が、生産性が

向上しなかった企業と比較して、「採択された経験がある」と回答した割合が高かった。 

 

図 ６-12 企業セグメントごとの Q20.IT導入補助金申請・採択経験に関する回答結果 

 

以上 
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